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18 第１部 総則 

第２章 計画関係者の責務等 

第２節 県・市町・防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第３項 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 指定地方行政機関 

（新設） 

第１部 総則 

第２章 計画関係者の責務等 

第２節 県・市町・防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第３項 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 指定地方行政機関 

 

 

23 第 1 部 総則 

第２章 計画関係者の責務等 

第１節 県・市町・防災関係機関・県民等の実施責任及び役割 

第３項 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 指定公共機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＤＤＩ株式会社中部

総支社 

(1) 電気通信設備に関わる災害情報の収集、連絡の措置 

(2) 非常時における通信の確保と利用制限の措置及び被災地における復旧救護等のための臨時通信回線の設定 

(3) 被災通信設備の早急な災害復旧措置 

 

第 1 部 総則 

第２章 計画関係者の責務等 

第１節 県・市町・防災関係機関・県民等の実施責任及び役割 

第３項 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 指定公共機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＤＤＩ株式会社 

(1) 電気通信設備に関わる災害情報の収集、連絡の措置 

(2) 非常時における通信の確保と利用制限の措置及び被災地における復旧救護等のための臨時通信回線の設定 

(3) 被災通信設備の早急な災害復旧措置 

 

資料１－４ 
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33 第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

１ 台風の発生傾向 

日本に接近する台風については、発生数そのものは、過去５年間平均は 22 個を超えている。加えて、年間で最

も強い勢力の台風が示した最低気圧の値を過去５年平均としてみたとき、20 年前から比較すると平均気圧は下が

ってきており、気象庁も「地球温暖化に伴う台風やハリケーンといった熱帯低気圧の活動の予測研究によると、非

常に強い熱帯低気圧の数は増えると予測される。」と指摘している。日本近海での海水温の上昇などの影響を受

け、南海上で発生した台風が勢力を弱めないまま日本に接近するケースが増加していることなどが考えられる。 

【図表 台風の発生数】         【図表 台風の最低気圧の推移】 

  

第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

１ 台風の発生傾向 

日本に接近する台風については、発生数そのものは、過去５年間平均は 23 個を超えている。加えて、年間で最も

強い勢力の台風が示した最低気圧の値を過去５年平均としてみたとき、20 年前から比較すると平均気圧は下がって

きており、気象庁も「地球温暖化に伴う台風やハリケーンといった熱帯低気圧の活動の予測研究によると、非常に強

い熱帯低気圧の数は増えると予測される。」と指摘している。日本近海での海水温の上昇などの影響を受け、南海上

で発生した台風が勢力を弱めないまま日本に接近するケースが増加していることなどが考えられる。 

【図表 台風の発生数】         【図表 台風の最低気圧の推移】 

 

34 第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

２ 大雨の発生傾向 

【図表 アメダスが観測した短時間強雨の発生回数（全国約 1,300 地点）】 

（上）１時間降水量５０ミリ以上 （下）１時間降水量８０ミリ以上 

第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

２ 大雨の発生傾向 

【図表 アメダスが観測した短時間強雨の発生回数（全国約 1,300 地点）】 

（上）１時間降水量５０ミリ以上 （下）１時間降水量８０ミリ以上 
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36 第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

２ 大雨の発生傾向 

【図表 アメダスが観測した短時間強雨の発生回数（三重県２０地点）】 

（上）１時間降水量５０ミリ以上 （下）１時間降水量８０ミリ以上 

第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

２ 大雨の発生傾向 

【図表 アメダスが観測した短時間強雨の発生回数（三重県２０地点）】 

（上）１時間降水量５０ミリ以上 （下）１時間降水量８０ミリ以上 
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20 地点：津、亀山、笠取山、四日市、白山、小俣、上野、粥見、北勢、藤坂峠、桑名、名張、南伊勢、 

鳥羽、紀伊長島、阿児、宮川、尾鷲、熊野新鹿、御浜 

 

 

20 地点：津、亀山、笠取山、四日市、白山、小俣、上野、粥見、北勢、藤坂峠、桑名、名張、南伊勢、 

鳥羽、紀伊長島、阿児、宮川、尾鷲、熊野新鹿、御浜 

38 第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

３ 竜巻の発生状況 

気象庁では平成 20 年から竜巻注意情報を発表している。竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウ

ンバーストなどの激しい突風（以下「竜巻等」）に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報を補足する情報と

して発表しており、発表回数は年平均約 476 回、実際に発生が確認された竜巻等は、年平均で約 31 件（平成

20 年～令和６年、海上竜巻を除く）に上っている。 

三重県においては、平成 20 年度の発表開始以降、令和６年 12 月までの間に 18 件（現象区分の不明を除く）

第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

３ 竜巻の発生状況 

気象庁では平成 20 年から竜巻注意情報を発表している。竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウン

バーストなどの激しい突風（以下「竜巻等」）に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報を補足する情報として

発表しており、発表回数は年平均約 484 回、実際に発生が確認された竜巻等は、年平均で約 31 件（平成 20 年～令

和７年、海上竜巻を除く）に上っている。 

三重県においては、平成 20 年度の発表開始以降、令和７年 12 月までの間に 18 件（現象区分の不明を除く）の
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の発生が確認されている。 

【図表 全国の竜巻注意情報の発表回数（平成 20 年～令和６年）】 

    

※平成 20 年については、同年３月 26 日の竜巻注意情報の運用開始から同年 12 月 31 日までの約９か月間。 

※平成 22 年５月 27 日の竜巻発生確度ナウキャストの提供開始に伴い、発表基準が変更されたため、同年前後

の発表回数を単純に比較することはできない。 

※平成 28 年 12 月 15 日までは県単位、それ以降は、「○○県南部」のように県を１から４程度に区域を分けて発

表。 

（気象庁ホームページ「竜巻注意情報の精度について」を基に作成） 

 

 

 

 

 

【図表 全国の竜巻発生確認数】 

    

※集計対象は、「竜巻」及び「ダウンバースト」又は「ガストフロント」と認定した事例の年ごとの発生確認

発生が確認されている。 

【図表 全国の竜巻注意情報の発表回数（平成 20 年～令和７年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 20 年については、同年３月 26 日の竜巻注意情報の運用開始から同年 12 月 31 日までの約９か月間。 

※平成 22 年５月 27 日の竜巻発生確度ナウキャストの提供開始に伴い、発表基準が変更されたため、同年前後の

発表回数を単純に比較することはできない。 

※平成 28 年 12 月 15 日までは県単位、それ以降は、「○○県南部」のように県を１から４程度に区域を分けて発

表。 

（気象庁ホームページ「竜巻注意情報の精度について」を基に作成） 

 

 

 

 

【図表 全国の竜巻発生確認数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集計対象は、「竜巻」及び「ダウンバースト」又は「ガストフロント」と認定した事例の年ごとの発生確認数。
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数。ただし、水上で発生しその後上陸しなかった事例（いわゆる「海上竜巻」）は除外。 

（気象庁ホームページ「竜巻等の突風データベース」を基に作成） 

ただし、水上で発生しその後上陸しなかった事例（いわゆる「海上竜巻」）は除外。 

（気象庁ホームページ「竜巻等の突風データベース」を基に作成） 

40 第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

４ 大雪の発生状況 

【図表 降雪量の平年比の推移】 

 

 

第１部 総則 

第３章 三重県の特質及び風水害等の状況 

第３節 近年の気象及び災害の傾向 

第１項 近年の気象の傾向 

４ 大雪の発生状況 

【図表 降雪量の平年比の推移】 
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69 第２部 災害予防・減災対策 

第２章 災害予防・減災対策 

第２節 避難対策等の推進（予防７） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 県における対策及び市町を対象とした対策 

(1) 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の整備（関係各部） 

公園等の県有地や一定規模の県有施設等について、防災上の総合的な利用計画等を策定していく中で、可能な施

設等を市町の指定緊急避難場所、指定避難所として活用することを検討するとともに、これら指定緊急避難場所、

指定避難所への備蓄や安全に避難するための避難路の整備を推進する。 

市町が指定する指定避難所において、空調設備の導入、断水時に備えた生活用水の確保（防災井戸の整備等）、衛

生的なトイレ環境の整備（簡易トイレの確保、マンホールトイレの整備等）を促進する。また、市町による避難路

の整備にあたっては、夜間など通常より避難が困難な状況を想定し、照明の設置等の対策を促進するほか、指定緊

急避難場所の周辺や避難路の沿道といったエリアの不燃化が必要であることから、防火帯、防火壁などの延焼対策

を促進する。（推進計画） 

第２部 災害予防・減災対策 

第２章 災害予防・減災対策 

第２節 避難対策等の推進（予防７） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 県における対策及び市町を対象とした対策 

(1) 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の整備（関係各部） 

公園等の県有地や一定規模の県有施設等について、防災上の総合的な利用計画等を策定していく中で、可能な施設

等を市町の指定緊急避難場所、指定避難所として活用することを検討するとともに、これら指定緊急避難場所、指定

避難所への備蓄や安全に避難するための避難路の整備を推進する。 

市町が指定する指定避難所において、暑さ・寒さ対策のための空調設備などの導入、断水時に備えた生活用水の確

保（防災井戸の整備等）を促進するとともに、スフィア基準を踏まえて 1 人あたり 3.5 ㎡以上の居住スペースの確保

や、発災時からの簡易ベッドやパーティションの設置、衛生的なトイレ環境の整備（簡易トイレの確保、マンホール

トイレの整備等）、温かい食事の提供や入浴機会の確保のための体制整備を促進する。 

市町による避難路の整備にあたっては、夜間など通常より避難が困難な状況を想定し、照明の設置等の対策を促進す

るほか、指定緊急避難場所の周辺や避難路の沿道といったエリアの不燃化が必要であることから、防火帯、防火壁な

どの延焼対策を促進する。（推進計画） 

70 ■県が実施する対策 

１ 県における対策及び市町を対象とした対策 

(8) 観光客、帰宅困難者等対策（防災対策部、観光部） 

平常時から情報共有する場を設けるなど、観光関連団体等との連携を密にして啓発活動を行うほか、帰宅困難者

対策として、旅館・ホテルや飲食店等の施設等を飲料水や道路情報等の提供場所、一時休憩場所又は一時避難所と

して利用できるよう関係事業者、団体等との連携を図る。 

■県が実施する対策 

１ 県における対策及び市町を対象とした対策 

(8) 観光客、帰宅困難者等対策（防災対策部、観光部） 

平常時から情報共有する場を設けるなど、観光関連団体等との連携を密にして啓発活動を行うほか、帰宅困難者対

策として、旅館・ホテルや飲食店等の施設等を飲料水や道路情報等の提供のための一時滞在施設や待機場所として利

用できるよう関係事業者、団体等との連携を図る。 
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71 ■市町が実施する対策 

１ 地域等を対象とした対策 

(2) 指定避難所、避難路の整備･周知 

被災者が一定期間滞在する避難所について、一定の生活環境が確保される等、内閣府令で定める基準に適合する

ものを、指定避難所としてあらかじめ整備及び指定するとともに、指定緊急避難場所から指定避難所までの安全な

避難路(道路)を整備して、地域・住民に周知する。 

指定避難所の整備・指定にあたっては、要配慮者に十分配慮するとともに、必要な資器材等の備蓄を図る。また、

避難所への空調設備の導入、断水時に備えた生活用水の確保（防災井戸の整備等）、衛生的なトイレ環境の整備（簡

易トイレの確保、マンホールトイレの整備等）に努める。 

■市町が実施する対策 

１ 地域等を対象とした対策 

(2) 指定避難所、避難路の整備･周知 

被災者が一定期間滞在する避難所について、スフィア基準を踏まえた良好な生活環境が確保される等、内閣府令で

定める基準に適合するものを、指定避難所としてあらかじめ整備及び指定するとともに、指定緊急避難場所から指定

避難所までの安全な避難路(道路)を整備して、地域・住民に周知する。 

指定避難所の整備・指定にあたっては、要配慮者に十分配慮するとともに、必要な資機材等の備蓄を図る。また、

暑さ・寒さ対策のための空調設備などの導入、断水時に備えた生活用水の確保（防災井戸の整備等）を促進するとと

もに、スフィア基準を踏まえて 1 人あたり 3.5 ㎡以上の居住スペースの確保や、発災時からの簡易ベッドやパーティ

ションの設置、衛生的なトイレ環境の整備（簡易トイレの確保、マンホールトイレの整備等）、温かい食事の提供や入

浴機会の確保のための体制整備に努める。 

72 ■自主防災組織等が実施する対策 

１ 地域の避難対策の推進 

市町が行う避難対策に協力し、地域の避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の整備、地域や個人の避難計画等

の策定、避難所運営マニュアルの策定及びこれらに基づく防災訓練等の実施に努める。 

■自主防災組織等が実施する対策 

１ 地域の避難対策の推進 

市町が行う避難対策に協力し、地域の避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の整備、地域や個人の避難計画等の

策定、避難所運営マニュアルの策定や避難所運営委員会の体制構築に努めるとともに、発災時に避難所運営に参画・

協力できるよう各種防災訓練等の実施に努める。 

75 第２部 災害予防・減災対策 

第３章 風水害に強い県土づくりの推進 

第１節 水害・高潮被害予防対策の推進（予防８） 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

県 県民 （略） 

市町 住民 

（略） 

（６）要配慮者利用施設の水害対策 

（略） 

その他の防災関係機関 住民 （略） 
 

第２部 災害予防・減災対策 

第３章 風水害に強い県土づくりの推進 

第１節 水害・高潮被害予防対策の推進（予防８） 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

県 県民 （略） 

市町 住民 

（略） 

（６）要配慮者利用施設等の水害対策 

（略） 

その他の防災関係機関 住民 （略） 
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76 第２部 災害予防・減災対策 

第３章 風水害に強い県土づくりの推進 

第１節 水害・高潮被害予防対策の推進（予防８） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

６ 老朽ため池対策 （農林水産部） 

県内のため池は、農業用水の貴重な水源として重要な役割を果たしているが、多くは江戸時代以前に築造された

もので、堤体及び洪水吐き等の老朽化が著しく、地震や集中豪雨による決壊の危険性があるため、耐震及び老朽化

対策の改修工事を実施する。 

第２部 災害予防・減災対策 

第３章 風水害に強い県土づくりの推進 

第１節 水害・高潮被害予防対策の推進（予防８） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

６ 防災重点農業用ため池対策 （農林水産部） 

県内のため池は、農業用水の貴重な水源として重要な役割を果たしているが、多くは江戸時代以前に築造されたも

ので、老朽化が進行しているとともに、地震や豪雨などに対する安全性が懸念されていることから、決壊した場合に

その周辺区域に人的被害等を与えるおそれのある防災重点農業用ため池について、防災工事等を実施する。 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市町が実施する対策 

６ 要配慮者利用施設の水害対策 

水防法に基づく浸水想定区域内にある要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防

災上の配慮を要する者が利用する施設）で、その利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があ

ると認められるものについて、施設の名称及び所在地、洪水予報等の伝達方法を市町地域防災計画に定める。 

  また、施設管理者等が作成する避難確保計画及びその計画に基づく避難訓練結果の確認を行うとともに、避難

確保計画を作成していない施設管理者等に対して作成することを求めるなどの指示を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市町が実施する対策 

６ 要配慮者利用施設等の水害対策 

(1)市町地域防災計画 

水防法に基づく浸水想定区域の指定があったときは、市町地域防災計画において、次の事項について定める。 

①洪水予報等の伝達方法 

②避難場所及び避難路に関する事項 

③災害対策基本法第 48 条第１項の防災訓練として市町長が行う洪水、内水又は高潮に係る避難訓練の 

実施に関する事項 

④浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

ア 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）でその利用者の洪水時、内水時又

は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る必要があると認められる

もの 

イ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）で

その利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの 

ウ 大規模な工場その他の施設であって市町の条例で定める用途及び規模に該当するもの（大規模工場等）でその洪水

時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

⑤その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

 

(2)避難確保計画等の確認 

施設管理者が作成する避難確保計画及びその計画に基づく避難訓練の結果や、地下街等や大規模工場等については

浸水防止計画の確認を行うとともに、避難確保計画等を作成していない施設管理者等に対して作成することを求める

などの指示を行う。 
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78 （新設） ■事業者等が実施する対策 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜地下街等の所有者又は管理者＞ 

水防法に基づく浸水想定区域内に位置し、市町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者

又は管理者は、次の措置をとらなければならない。 

１ 計画の作成等 

  単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な

避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならな

い。 

計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連続する施設であってその配置その他の状況に照らし当

該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるとき

は、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町長に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 訓練の実施 

計画で定めるところにより、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防

止のための訓練を行わなければならない。 

３ 自衛水防組織の設置 

国土交通省令で定めるところにより、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難確保及び洪水時等の浸

水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。 

自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町

長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

＜要配慮者利用施設の所有者又は管理者＞ 

水防法に基づく浸水想定区域内に位置し、市町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施

設の所有者又は管理者は、次の１及び２の措置をとらなければならない。また、３のとおり努めなければならない。 

１ 計画の作成等 

  国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

２ 訓練の実施 

計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための

訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 

３ 自衛水防組織の設置 

国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保
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を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町

長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

 ＜大規模工場等の所有者又は管理者＞ 

水防法に基づく想定区域内に位置し、市町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有

者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必

要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水

時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を

置くよう努めなければならない。 

計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の

国土交通省令で定める事項を市町長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様と

する。 

77 ■市町が実施する対策 

９ 防災重点農業用ため池対策  

「＜県が実施する対策＞６ 老朽ため池対策」に準じる  

 

【市町地域防災計画記載検討項目】  

(6)要配慮者利用施設の水害対策 

(9) 防災重点農業用ため池対策  

■市町が実施する対策 

９ 防災重点農業用ため池対策  

「＜県が実施する対策＞６ 老朽ため池対策」に準じる  

 

【市町地域防災計画記載検討項目】  

(6)要配慮者利用施設等の水害対策 

(9) 防災重点農業用ため池対策  

83 第２部 災害予防・減災対策 

第３章 風水害に強い県土づくりの推進 

第２節 地盤災害防止対策の推進 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 宅地災害の防止 

③ 大規模盛土造成地マップの作成・公表 

豪雨等で滑動崩落の可能性がある大規模盛土造成地について調査を行うとともに、抽出された盛土造成地について

「大規模盛土造成地マップ」の作成・公表を行う。 

第２部 災害予防・減災対策 

第３章 風水害に強い県土づくりの推進 

第２節 地盤災害防止対策の推進 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 宅地災害の防止 

(削除) 
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83 ■県が実施する対策 

３ 被災宅地危険度判定体制の整備（県土整備部） 

(1) 被災宅地危険度判定士の養成 

（略） 

項    目 現状（R6.3 末現在） 

被災宅地危険度判定士 1,312 人 
 

■県が実施する対策 

３ 被災宅地危険度判定体制の整備（県土整備部） 

(1) 被災宅地危険度判定士の養成 

(略) 

項    目 現状（R7.3 末現在） 

被災宅地危険度判定士 1,293 人 
 

88 第２部 災害予防・減災対策 

第３章 風水害に強い県土づくりの推進 

第３節 農地・森林・漁村の防災対策の推進（予防 10） 

■市町が実施する対策 

【主担当課】 

・農業基盤整備課、農産園芸課、森林・林

業経営課、治山林道課、水産基盤整備課、

畜産課 

【監修部隊】 

・社会基盤対策部隊（農林水産対策班） 
 

第２部 災害予防・減災対策 

第３章 風水害に強い県土づくりの推進 

第３節 農地・森林・漁村の防災対策の推進（予防 10） 

■市町が実施する対策 

【主担当課】 

・農業基盤整備課、農産園芸課、森林・林

業経営課、治山林道課、水産基盤整備課、

家畜防疫対策課 

【監修部隊】 

・社会基盤対策部隊（農林水産対策班） 
 

90 第２部 災害予防・減災対策 

第４章 緊急輸送の確保 

第１節 第１節 輸送体制の整備 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 陸上輸送対策 

(1)緊急輸送道路の指定（防災対策部、県土整備部） 

①  緊急輸送道路 

県は、隣接府県及び防災上の拠点となる施設を結ぶ路線等を緊急輸送道路に指定する。 

ア 第１次緊急輸送道路 

a 広域的な交通を分担することのできる高規格道路 

b 広域幹線道路である一般国道（指定区間） 

c 防災拠点のうち県本庁舎、県総合庁舎、地方中心都市庁舎、国際拠点港湾管理庁舎、国 

際拠点港湾及び自衛隊駐屯地に接続する道路 

d 第１次緊急輸送道路ネットワークを形成するため上記 a,b,c を連絡、補完する道路 

※ a,b のうち緊急輸送道路としてネットワーク化していない部分は除く 

イ 第２次緊急輸送道路 

第２部 災害予防・減災対策 

第４章 緊急輸送の確保 

第１節 第１節 輸送体制の整備 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 陸上輸送対策 

(1)緊急輸送道路の指定（防災対策部、県土整備部） 

ア 緊急輸送道路 

県は、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と都道府県知事が指定す

るもの（地方公共団体等の庁舎等の所在地、救援物資等の備蓄地点等及び広域避難地など）とを連絡し、又はそれら

の拠点を相互に連絡する道路を緊急輸送道路に指定する。 

① 第１次緊急輸送道路 

県庁所在地、地方中心都市及び重要な港湾、空港等を連絡する道路 

a 広域的な交通を分担することのできる高規格道路 

b 広域幹線道路である一般国道（指定区間） 

c 防災拠点のうち県本庁舎、県総合庁舎、地方中心都市庁舎、国際拠点港湾管理庁舎、国 

際拠点港湾及び自衛隊駐屯地に接続する道路 
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第１次緊急輸送道路と市町役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠

点、広域防災拠点等）を連絡する道路 

a 第１次緊急輸送道路と防災拠点である市町庁舎、市町分庁舎、道路管理庁舎、重要港湾及び耐震強化岸壁整備港

湾等、海上保安庁庁舎、警察庁舎、消防本部庁舎、広域防災拠点及びヘリポート、災害医療拠点とを連絡する道路 

ウ 第３次緊急輸送道路 

その他の道路 

a 第１次・第２次緊急輸送道路を補完する道路 

b 第１次緊急輸送道路または第２次緊急輸送道路と防災拠点であるＪＲ貨物駅・特急停車駅、近鉄特急停車駅、救

助活動拠点、地域内輸送拠点（市町物資拠点）、製油 所、進出拠点とを連絡する道路 

イ 防災上の拠点となる施設 

ア 第１次 

ａ 県庁及び地方生活圏の救援物資等の備蓄・集散上の拠点（県の拠点総合庁舎） 

ｂ 県内の港湾のうち救援物資等の備蓄・集散上の最重要となる港湾とその管理の拠点（四日市港、国土交通省四日

市港湾事務所、四日市港管理組合） 

ｃ 地方中心都市（地域防災総合事務所等所在地）の市庁舎 

ｄ 広域救護活動等の拠点（陸上自衛隊駐屯地） 

イ 第２次 

ａ 市町内の救援物資等の備蓄・集散上の拠点（市町庁舎・市町分庁舎） 

ｂ 道路管理の拠点（国土交通省、中日本高速道路株式会社の各事務所） 

ｃ 救援物資等の備蓄・集散上の拠点（重要港湾及び耐震強化岸壁整備港湾等、広域防 

災拠点及びヘリポート） 

ｄ 救援活動等の拠点（海上保安庁、警察、消防本部各庁舎） 

ｅ 医療活動の拠点（災害拠点病院及び災害医療支援病院等） 

ウ 第３次 

ａ 鉄道輸送の拠点（ＪＲ、近鉄の主要駅） 

b 救助機関の活動拠点 

c 市町の地域内輸送拠点 

d 燃料供給拠点 

e 広域応援部隊の進出拠点 

d 第１次緊急輸送道路ネットワークを形成するため上記 a,b,c を連絡、補完する道路 

※ a,b のうち緊急輸送道路としてネットワーク化していない部分は除く 

② 第２次緊急輸送道路 

第１次緊急輸送道路と市区町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療

拠点等）を連絡する道路 

a 第１次緊急輸送道路と防災拠点である市町庁舎、市町分庁舎、道路管理庁舎、重要港湾及び耐震強化岸壁整備港湾

等、海上保安庁庁舎、警察庁舎、消防本部庁舎、広域防災拠点及びヘリポート、災害医療拠点とを連絡する道路 

③ 第３次緊急輸送道路 

その他の道路 

a 第１次・第２次緊急輸送道路を補完する道路 

b 第１次緊急輸送道路または第２次緊急輸送道路と防災拠点であるＪＲ貨物駅・特急停車駅、近鉄特急停車駅、救助

活動拠点、地域内輸送拠点（市町物資拠点）、製油所、進出拠点とを連絡する道路 

イ 防災拠点 

 防災拠点は、下表のとおりとする。 

拠点名 

（施設名） 

緊急輸送道路区分 指定理由 

１次 ２次 ３次 

県本庁舎及び県総合庁舎 ○   ・災害対策本部が設置される庁舎及び災

害応急対策活動が実施される庁舎等 地方中心都市庁舎 ○   

市町庁舎  ○  

市町分庁舎  ○  

国際拠点港湾管理庁舎 ○   ・道路港湾の管理庁舎 

道路管理庁舎  ○  

国際拠点港湾（四日市港） ○   ・援助物資等の備蓄、集散場の最重要拠

点となる港湾 

重要港湾及び耐震強化岸壁

整備港湾等 

 ○  ・援助物資等の備蓄、集散場の拠点とな

る港湾等 

陸上自衛隊駐屯地 ○   ・救助関係機関の庁舎（災害時に救助活

動等に従事する防災関係機関の庁舎 海上保安庁庁舎  ○  

警察庁舎  ○  

消防本部庁舎  ○  

広域防災拠点及びヘリポー

ト 

 ○  ・救援物資等の備蓄、集散上の拠点とな

る施設（広域防災拠点及びヘリポート） 

災害医療拠点  ○  ・災害拠点病院及び災害医療支援病院、
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SCU 

ＪＲ貨物駅・特急停車駅   ○ ・特急停車駅及び貨物取扱駅 

近鉄特急停車駅   ○ 

救助活動拠点   〇 救助機関の活動拠点 

地域内輸送拠点（市町物資

拠点） 

  〇 市町の地域内輸送拠点 

製油所   〇 燃料供給拠点 

進出拠点   〇 広域応援部隊の進出拠点 

 

91 第２部 災害予防・減災対策 

第４章 緊急輸送の確保 

第１節 輸送体制の整備 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 陸上輸送対策 

 (3)  輸送機能の確保(防災対策部、警察本部) 

 ア 緊急通行車両等の確認 

緊急通行車両等であることの確認を行うことのできる車両について、災害対策基本法施行令、大規模地震

対策特別措置法施行令、原子力災害対策特別措置法施行令及び武力攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律施行令の規程による「緊急通行車両等事前確認制度」に基づく確認手続を促進する。 

第２部 災害予防・減災対策 

第４章 緊急輸送の確保 

第１節 輸送体制の整備 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 陸上輸送対策 

 (3)  輸送機能の確保(防災対策部、警察本部) 

 ア 緊急通行車両等の確認 

緊急通行車両等であることの確認を行うことのできる車両について、災害対策基本法施行令、大規模地震対

策特別措置法施行令、原子力災害対策特別措置法施行令及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律施行令の規程に基づく確認手続を促進する。 

97 第 2 部 災害予防・減災対策 

第 5 章 防災体制の整備・強化 

第 1 節 災害対策機能の整備及び確保（予防 12） 

第 3 項 対策 

■県が実施する対策 

５ 災害時用物資等の備蓄・調達・受入・供給体制の確立（防災対策部、地域連携・交通部） 

(1) 災害時用物資等の備蓄・調達（防災対策部） 

   大規模な風水害で物資が不足する場合等を想定し、三重県備蓄・調達基本方針に基づき、県と市町の役割分 

担を踏まえて、災害時用物資の備蓄・調達を行う。 

第 2 部 災害予防・減災対策 

第 5 章 防災体制の整備・強化 

第 1 節 災害対策機能の整備及び確保（予防 12） 

第 3 項 対策 

■県が実施する対策 

５ 災害時用物資等の備蓄・調達・受入・供給体制の確立（防災対策部、地域連携・交通部） 

(1) 災害時用物資等の備蓄・調達（防災対策部） 

   大規模な風水害で物資が不足する場合等を想定し、三重県備蓄・調達基本方針に基づき、県と市町の役割分担 

を踏まえて、災害時用物資の備蓄・調達を行う。 

   また、災害対策基本法に基づき、年に１回、災害時用物資等の備蓄状況を公表する。 
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99 ■市が実施する対策 

（新設） 

■市が実施する対策 

５ 災害時用物資等の備蓄・調達・受入・供給体制の確立 

(1) 災害時用物資等の備蓄・調達 

   大規模な風水害で物資が不足する場合等を想定し、三重県備蓄・調達基本方針に基づき、県と市町の役割分担

を踏まえて、災害時用物資の備蓄・調達を行う。 

   また、災害対策基本法に基づき、年に１回、災害時用物資等の備蓄状況を公表する。 

102 第 2 部 災害予防・減災対策 

第 5 章 防災体制の整備・強化 

第 2 節 情報収集・情報伝達機能の整備及び確保 

第 3 項 対策 

■県が実施する対策 

１(2)カ 関係機関間の円滑な情報共有のための連携強化 

国、県、市町、関係機関等との情報の共有化を図るため、三重県防災情報システムによる情報共有を行うととも

に、内閣府総合防災情報システム（SOBO-WEB）へのデータ連携を推進し、各機関が横断的に共有すべき防災情報の

集約を図る。 

第 2 部 災害予防・減災対策 

第 5 章 防災体制の整備・強化 

第 2 節 情報収集・情報伝達機能の整備及び確保 

第 3 項 対策 

■県が実施する対策 

１(2)カ 関係機関間の円滑な情報共有のための連携強化 

国、県、市町、関係機関等との情報の共有化を図るため、三重県防災情報システムによる情報共有を行うとともに、

三重県防災情報システムと内閣府新総合防災情報システム（SOBO-WEB）とのデータ連携を推進し、各機関が横断的に

共有すべき防災情報の集約を図る。 

また、県・市町職員が内閣府新総合防災情報システム（SOBO-WEB）を活用した情報収集を確実に行えるよう、操作

研修等によるシステムの利用について習熟を図る。 

113 第２部 災害予防・減災対策 

第５章 防災体制の整備・強化 

第４節 応援・受援体制の整備 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 県災対本部に関する対策 

（2）国及び県外地方公共団体との災害時連携体制の構築（防災対策部） 

既に締結している「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」、「中部９県１市災害時等の応援に

関する協定」、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」、「紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定」に

基づき、国（指定地方行政機関）を含めた連携体制の整備を図るとともに、防災訓練を実施する。 

なお、三重県外における災害に対する応援についても同様とする。（推進計画） 

第２部 災害予防・減災対策 

第５章 防災体制の整備・強化 

第４節 応援・受援体制の整備 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 県災対本部に関する対策 

（2）国及び県外地方公共団体との災害時連携体制の構築（防災対策部） 

既に締結している「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」、「中部９県１市災害時等の応援に関

する協定」、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」、「紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定」及び「南

海トラフ地震における応急対策職員派遣制度アクションプラン」に基づき、国（指定地方行政機関）を含めた連携体

制の整備を図るとともに、防災訓練及び現地調整会議準備会を実施する。 

なお、三重県外における災害に対する応援についても同様とする。（推進計画） 
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117 第２部 災害予防・減災対策 

第５章 防災体制の整備・強化 

第５節 ライフラインにかかる防災対策の推進（予防 16） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 水道施設(県管理)を対象とした対策（企業庁） 

  水道施設被害を最小限にとどめ、早期復旧を図るための 事前対策を実施するとともに、平常時の受水市町等

との連絡、協調に努める。  

(1) 施設管理図書の整備 

  被害状況を的確に把握し、迅速かつ円滑な応急復旧活動が行えるよう、施設管理図書の整備、保管を図る。 

(2) 応急給水･復旧のための体制整備 

(3) 浸水対策の実施 

  洪水ハザードマップ等による浸水予測の結果を参考に、浸水が予想される施設・設備等の浸水対策を検討す

る。 

第２部 災害予防・減災対策 

第５章 防災体制の整備・強化 

第５節 ライフラインにかかる防災対策の推進（予防 16） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 水道施設(県管理)を対象とした対策（企業庁） 

  水道施設被害を最小限にとどめ、早期復旧を図るための事前対策を実施するとともに、平常時の受水市町等との

連絡、協調に努める   

(1) 施設管理図書の整備 

  被害状況を的確に把握し、迅速かつ円滑な応急復旧活動が行えるよう、施設管理図書を整備、保管する。 

(2) 応急給水･復旧のための体制整備 

(3) 浸水対策の実施 

  洪水ハザードマップ等による浸水予測の結果を参考に、浸水が予想される施設・設備等の浸水対策を行う。 

  

118 ■県が実施する対策 

３ 工業用水道施設(県管理)を対象とした対策(企業庁) 

  工業用水道施設被害を最小限にとどめ、早期復旧を図るための事前対策を実施するとともに、平常時の受水 

企業等との連絡、協調に努める。 

(1) 施設管理図書の整備 

  被害状況を的確に把握し、迅速かつ円滑な応急復旧活動が行えるよう、施設管理図書の整備を図る。 

(2) 応急復旧のための体制整備 

(3) 浸水対策の実施 

  洪水ハザードマップ等による浸水予測の結果を参考に、浸水が予想される施設・設備等の浸水対策を検討する。 

■県が実施する対策 

３ 工業用水道施設(県管理)を対象とした対策(企業庁) 

  工業用水道施設被害を最小限にとどめ、早期復旧を図るための事前対策を実施するとともに、平常時の受水企 

業等との連絡、協調に努める。 

(1) 施設管理図書の整備 

  被害状況を的確に把握し、迅速かつ円滑な応急復旧活動が行えるよう、施設管理図書を整備する。 

(2) 応急復旧のための体制整備 

(3) 浸水対策の実施 

  洪水ハザードマップ等による浸水予測の結果を参考に、浸水が予想される施設・設備等の浸水対策を行う。 

124 第２部 災害予防・減災対策 

第５章 防災体制の整備・強化 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

(7) 災対本部設置訓練（防災対策部、総務部） 

県庁舎近隣に居住する職員（緊急初動対策要員）を対象とした、災対本部設置訓練を実施する。 

第２部 災害予防・減災対策 

第５章 防災体制の整備・強化 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

(7)初動対応訓練（防災対策部、総務部） 

県庁舎近隣に居住する職員（緊急初動対策要員）を対象とした、初動対応訓練を実施する。 
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128 第２部 災害予防・減災対策 

第５章 防災体制の整備・強化 

第７節 災害廃棄物処理体制の整備（予防 18） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 広域的な協力体制の整備（環境生活部） 

２ 市町災害廃棄物処理計画改定支援（環境生活部） 

(新設) 

第２部 災害予防・減災対策 

第５章 防災体制の整備・強化 

第７節 災害廃棄物処理体制の整備（予防 18） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 広域的な協力体制の整備（環境生活部） 

２ 市町災害廃棄物処理計画改定支援（環境生活部） 

３ 石綿飛散防止（環境生活部） 

災害時には、石綿使用建築物等の倒壊や解体工事によって、石綿飛散による健康被害のリスクが高まることから、

県は「三重県災害時における石綿飛散防止対策マニュアル」に基づき、石綿使用建築物を把握するとともに、必要な

資材の確保や実施体制の整備を行う。 

129 第３項 対策 

■市町が実施する対策 

【担当課】 

・資源循環推進課 

【監修部隊】 

・社会基盤対策部隊（廃棄物対策隊） 
 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

【担当課】 

・資源循環推進課、大気・水環境課 

【監修部隊】 

・社会基盤対策部隊（廃棄物対策隊） 

・被災者支援部隊（被災者支援隊） 
 

133 第２部 災害予防・減災対策 

第６章 特定自然災害への備え 

第１節 局地的大雨・竜巻・雪害に備えるための対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 雪害対策 

大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立などの雪害対策について、以下のとおり予防・

減災対策を講じる。 

(1) ライフライン施設等の機能の確保（環境生活部、県土整備部、企業庁、警察本部） 

  ア 水道施設等（県管理）について、雪害に対する安全性の確保を図る。 

  イ 信号機、交通情報板、交通管制センター等交通管制施設について、雪害に対する安全性の確保を図るとと

もに、災害時の道路交通管理体制の整備を図る。 

 

 

 

第２部 災害予防・減災対策 

第６章 特定自然災害への備え 

第１節 局地的大雨・竜巻・雪害に備えるための対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 雪害対策 

大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立などの雪害対策について、以下のとおり予防・減

災対策を講じる。 

(1) ライフライン施設等の機能の確保（環境生活部、県土整備部、企業庁、警察本部） 

  ア 水道施設等（県管理）について、雪害に対する安全性の確保を図る。 

  イ 信号機、交通管制センター等交通管制施設について、雪害に対する安全性の確保を図るとともに、災害時の

道路交通管理体制の整備を図る。 
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134 ■市が実施する対策 

（新設） 

■市が実施する対策 

(10)要配慮者利用施設の水害対策 

 「第２部 災害予防・減災対策 第３章 風水害に強い県土づくりの推進 第１節 水害・高潮被害予防対策の推

進 第３項 ＜市が実施する対策＞６ 要配慮者利用施設等の水害対策」に準じる。 

136 ■県民・事業者等が実施する対策 

１ 局地的大雨対策 

(3) 建築物等の地階における避難体制の整備 

特に不特定多数の利用が想定される地階を有する建築物の管理者は、利用者や従業員の安全確保のために水防

の責任者、連絡体制、避難誘導計画等を定めた浸水被害を防止するための計画を作成し、従業員などへの防災教

育、訓練を実施するよう努める。 

■県民・事業者等が実施する対策 

１ 局地的大雨対策 

(3) 建築物等の地階における避難体制の整備 

＜地下街等の所有者又は管理者＞ 

水防法に基づく浸水想定区域内に位置し、市町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者

又は管理者は、次の措置をとらなければならない。 

① 計画の作成等 

  単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な

避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならな

い。 

計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連続する施設であってその配置その他の状況に照らし当

該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるとき

は、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町長に報告するとともに、公表しなければならない。 

② 訓練の実施 

計画で定めるところにより、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防

止のための訓練を行わなければならない。 

③ 自衛水防組織の設置 

国土交通省令で定めるところにより、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難確保及び洪水時等の浸

水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。 

自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町

長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

＜要配慮者利用施設の所有者又は管理者＞ 

水防法に基づく浸水想定区域内に位置し、市町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施

設の所有者又は管理者は、次の１及び２の措置をとらなければならない。また、３のとおり努めなければならない。 

① 計画の作成等 
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  国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とす

る。 

② 訓練の実施 

計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための

訓練を行うとともに、その結果を市町長に報告しなければならない。 

③ 自衛水防組織の設置 

国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保

を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町

長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

 ＜大規模工場等の所有者又は管理者＞ 

水防法に基づく想定区域内に位置し、市町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有

者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必

要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水

時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を

置くよう努めなければならない。 

計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の

国土交通省令で定める事項を市町長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様と

する。 

142 第３部 台風接近時等の減災対策 

第１章 タイムラインに基づく防災・減災対策 

第２節 三重県版タイムラインにおける事前行動項目 

１ 三重県版タイムラインにおける事前行動項目 

（2）三重県版タイムラインにおける事前行動項目 

【第３章 避難誘導体制の確保】 

（第１節 避難所の確保及び早期避難の促進 関連項目） 

①住民の早期避難に向けた支援 

【主な行動項目】 

・「緊急派遣チームの派遣判断」（総括部隊） 

・「災害情報の分析（ゼロ・アワーの設定）」（総括部隊） 

・「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））を活用した県民への防災気象情報の提供」（総括部隊） 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第１章 タイムラインに基づく防災・減災対策 

第２節 三重県版タイムラインにおける事前行動項目 

第１項 三重県版タイムラインにおける事前行動項目 

（2）三重県版タイムラインにおける事前行動項目 

【第３章 避難誘導体制の確保】 

（第１節 避難所の確保及び早期避難の促進 関連項目） 

①住民の早期避難に向けた支援 

【主な行動項目】 

・「緊急派遣チームの派遣判断」（総括部隊） 

・「災害情報の分析（ゼロ・アワーの設定）」（総括部隊） 

・「ＳＮＳ及び防災アプリを活用した県民への防災気象情報の提供」（総括部隊） 



三重県地域防災計画（風水害編）R７年度新旧対照表 
ﾍﾟｰｼﾞ 旧 新 

  

 

（中略） 

 

（第３節 県民・企業等による安全確保 関連項目） 

①「防災みえ．ｊｐ」や「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））」を活用した防災気象情報の提供など 

台風情報や気象情報等の防災気象情報について、県民に注意喚起し早期の避難行動を促すため、「防災みえ．ｊ

ｐ」や「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））」を活用して情報発信する行動項目を整理している。 

【主な行動項目】 

・「防災情報プラットフォームの運用」（総括部隊） 

・「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））を活用した県民への防災気象情報の提供」（総括部隊） 

 

 

（中略） 

 

（第３節 県民・企業等による安全確保 関連項目） 

①「防災みえ．ｊｐ」や「ＳＮＳ」、「防災アプリ」を活用した防災気象情報の提供など 

台風情報や気象情報等の防災気象情報について、県民に注意喚起し早期の避難行動を促すため、「防災みえ．ｊｐ」

や「ＳＮＳ」、「防災アプリ」を活用して情報発信する行動項目を整理している。 

【主な行動項目】 

・「防災情報プラットフォームの運用」（総括部隊） 

・「ＳＮＳ及び防災アプリを活用した県民への防災気象情報の提供」（総括部隊） 

145 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害対策のための準備体制（総括部隊＜総括班＞、地方部＜総括班＞） 

（3）臨時庁議の開催 

台風接近等に備え、県組織の態勢整備、情報共有等を図ることを目的として、必要に応じて、臨時庁議を開催す

る。 

（4）警戒体制への移行 

大雨警報等の警戒すべき気象情報が発表された場合、「初動体制（防災宿日直）マニュアル」の定める配備対象

者への連絡等を行うとともに、配備基準（「【参考】県の配備基準及び災対本部の概要 １ 配備体制」参照）に基づ

く「警戒体制」へ移行し県災対本部を設置する。 

 

２ 県災対本部（警戒体制）の設置 

（4）災害対策統括会議の開催（総括部隊＜総括班＞） 

災害予防及び災害応急対策の実施にかかる方針等の決定や緊急かつ迅速に対応すべき事案の検討等が必要と認

められる場合、災害対策統括会議（「【参考】県の配備基準及び災対本部の概要 ４ 県災対本部（本庁）の概要」

参照）を開催する。 

（5）本部会議の開催（総括部隊＜総括班＞） 

本部長の指示の共有や災害対策統括会議において決定された方針等の承認、緊急対処事案の検討結果についての

全庁的な情報共有等が必要と認められる場合、本部会議（「【参考】県の配備基準及び災対本部の概要 ４ 県災対本

部（本庁）の概要」参照）を開催する。 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害対策のための準備体制（総括部隊＜総括班＞、地方部＜総括班＞） 

（3）臨時庁議等の開催 

台風接近等に備え、県組織の態勢整備、情報共有等を図ることを目的として、必要に応じて、臨時庁議又は連絡会

議を開催する。 

（4）警戒体制への移行 

大雨警報等の警戒すべき気象情報が発表された場合、「初動体制（防災宿日直）マニュアル」の定める配備対象者

への連絡等を行うとともに、配備基準（「県の配備基準及び災対本部の概要 １ 災害対策のための配備体制」参照）に

基づく「警戒体制」へ移行し県災対本部を設置する。 

 

２ 県災対本部（警戒体制）の設置 

(削除) 

 

 

 

(4) 本部会議等の開催（総括部隊＜総括班＞） 

本部長の指示の共有や緊急対処事案の検討結果についての情報共有等が必要と認められる場合、本部会議（「県の

配備基準及び災対本部の概要 ４ 県災対本部（本庁）の概要」参照）又は災害対策統括会議を開催する。  
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（6）緊急派遣チームによる市町災対本部活動支援等（総括部隊＜派遣班、情報班＞） 

 

３ 地方部（警戒体制）の設置（地方部＜総括部隊＞） 

(1) 警戒体制による職員配備 

災害予防及び災害応急対策活動を実施するため、配備基準「【参考】県の配備基準及び災対本部の概要 １ 配備

体制」参照）に従い「警戒体制」要員としての職員を配備し、地方部を設置する。 

(2) 被害情報等の収集・とりまとめ 

「第 2 節 予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保 ＜県が実施する対策＞ ４ 被害情報等の収集・とりまと

め」に基づき、市町から被害情報等を収集するとともに、県災対本部への報告を行う。  

(3) 地方部調整会議の開催 

地方統括部の編成や地方部内事務所の災害応急対策活動の調整等が必要と認められる場合、地方部調整会議（「【参

考】県の配備基準及び災対本部の概要 ５ 地方部の概要」参照）を開催する。 

(5) 緊急派遣チームによる市町災対本部活動支援等（総括部隊＜派遣班、情報班＞） 

 

３ 地方部（警戒体制）の設置（地方部＜総括部隊＞） 

(1) 警戒体制による職員配備 

災害予防及び災害応急対策活動を実施するため、配備基準「県の配備基準及び災対本部の概要 １ 災害対策のた

めの配備体制」参照）に従い「警戒体制」要員としての職員を配備し、地方部を設置する。 

(2) 被害情報等の収集・とりまとめ 

「第 2 節 予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保 ＜県が実施する対策＞ ４ 被害情報等の収集・とりまと

め」に基づき、市町から被害情報等を収集するとともに、県災対本部への報告を行う。  

(3) 地方部調整会議の開催 

地方統括部の編成や地方部内事務所の災害応急対策活動の調整等が必要と認められる場合、地方部調整会議（「県の

配備基準及び災対本部の概要 ５ 地方部の概要」参照）を開催する。 

150 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県の配備基準及び災対本部の概要 

１ 災害対策のための配備体制 

 

体制(※1) 準備体制 警戒体制 非常体制 

配備基準 １ 波浪警報が県

内に発表されたと

き。 

２ 大雨、洪水、高

潮注意報のいずれ

かが県内に発表さ

れたとき。 

３ その他異常な

原因による災害等

が発生したとき。 

１ 次の警報のうち、いずれかが県内

に発表されたとき。 

（１）暴風、暴風雪警報 

（２）大雨、大雪警報 

（３）洪水警報 

（４）高潮警報 

２ 次の特別警報のうち、いずれかが

県内に発表されたとき。 

（１）暴風、暴風雪特別警報 

（２）大雨、大雪特別警報 

（３）波浪特別警報 

（４）高潮特別警報 

３ その他異常な自然現象又は人為的

原因による災害が発生又は予想される

１ 県内全域にわたっ

て風水害、その他異常

な自然現象もしくは人

為的原因による災害が

発生又は予想されると

きで、知事が必要と認

めたとき。 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県の配備基準及び災対本部の概要 

１ 災害対策のための配備体制 

（新たな防災気象情報が運用開始されるまで） 

体制(※1) 準備体制 警戒体制 非常体制 

配備基準 １ 波浪警報が県

内に発表されたと

き。 

２ 大雨、洪水、高

潮注意報のいずれ

かが県内に発表さ

れたとき。 

３ その他異常な

原因による災害等

が発生したとき。 

１ 次の警報のうち、いずれかが県内

に発表されたとき。 

（１）暴風、暴風雪警報 

（２）大雨、大雪警報 

（３）洪水警報 

（４）高潮警報 

２ 次の特別警報のうち、いずれかが

県内に発表されたとき。 

（１）暴風、暴風雪特別警報 

（２）大雨、大雪特別警報 

（３）波浪特別警報 

（４）高潮特別警報 

３ その他異常な自然現象又は人為的

原因による災害が発生又は予想される

１ 県内全域にわたっ

て風水害、その他異常

な自然現象もしくは人

為的原因による災害が

発生又は予想されると

きで、知事が必要と認

めたとき。 
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ときで知事が必要と認めたとき。 

本部設置 ― 県災対本部設置 県災対本部設置 

配備要員 

(※2) 

各組織の配備計画

による 

各組織の配備計画による 全職員 

業務 必要に応じ、速

やかに警戒体制に

移行するための情

報連絡活動等を円

滑に行う。 

相当の被害が近く発生することが予

想され、又は発生した場合に、所掌する

応急対策を迅速的確に行う。 

甚大な被害が発生す

るおそれがあり、又は

発生した場合に、県の

総力をあげて応急対策

活動にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ときで知事が必要と認めたとき。 

本部設置 ― 県災対本部設置 県災対本部設置 

配備要員 

(※2) 

各組織の配備計画

による 

各組織の配備計画による 全職員 

業務 必要に応じ、速

やかに警戒体制に

移行するための情

報連絡活動等を円

滑に行う。 

相当の被害が近く発生することが予

想され、又は発生した場合に、所掌する

応急対策を迅速的確に行う。 

甚大な被害が発生す

るおそれがあり、又は

発生した場合に、県の

総力をあげて応急対策

活動にあたる。 

 

（新たな防災気象情報が運用開始された以降） 

体制(※1) 準備体制 警戒体制 非常体制 

配備基準 １ 波浪警報が県

内に発表されたと

き。 

２  レベル２大

雨、氾濫、土砂災

害、高潮注意報の

いずれかが県内に

発表されたとき。 

３ その他異常な

原因による災害等

が発生したとき。 

１ 次の警報のうち、いずれかが県内

に発表されたとき。 

（１）暴風、暴風雪警報 

（２）大雪警報 

（３）レベル３大雨警報 

（４）レベル３氾濫警報 

（５）レベル３土砂災害警報 

（６）レベル３高潮警報 

２ 次の危険警報のうち、いずれかが

県内に発表されたとき。 

（１）レベル４大雨危険警報 

（２）レベル４氾濫危険警報 

（３）レベル４土砂災害危険警報 

（４）レベル４高潮危険警報 

３ 次の特別警報のうち、いずれかが

県内に発表されたとき。 

（１）暴風、暴風雪特別警報 

（２）大雪特別警報 

（３）波浪特別警報 

（４）レベル５大雨特別警報 

（５）レベル５氾濫特別警報 

（６）レベル５土砂災害特別警報 

１ 県内全域にわたっ

て風水害、その他異常

な自然現象もしくは人

為的原因による災害が

発生又は予想されると

きで、知事が必要と認

めたとき。 
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※1 災害の規模及び地域性等を考慮して、上記基準によりがたいと認められる場合においては、臨機応変に判断し

迅速に配備体制を整える。 

※2 各部局等（警察本部を除く）は、配備基準に基づき、所管の班ごとに、配備計画をたてる。 

※3 警察本部の配備基準及び具体的運用等については、「三重県警察災害警備計画」及び「三重県警察災害警備本

部の設置等に関する要綱」に基づき実施するものとする。 

（７）レベル５高潮特別警報 

３ その他異常な自然現象又は人為的

原因による災害が発生又は予想される

ときで知事が必要と認めたとき。 

本部設置 ― 県災対本部設置 県災対本部設置 

配備要員 

(※2) 

各組織の配備計画

による 

各組織の配備計画による 全職員 

業務 必要に応じ、速

やかに警戒体制に

移行するための情

報連絡活動等を円

滑に行う。 

相当の被害が近く発生することが予

想され、又は発生した場合に、所掌する

応急対策を迅速的確に行う。 

甚大な被害が発生す

るおそれがあり、又は

発生した場合に、県の

総力をあげて応急対策

活動にあたる。 

 

※1 災害の規模及び地域性等を考慮して、上記基準によりがたいと認められる場合においては、臨機応変に判断し迅

速に配備体制を整える。 

※2 各部局等（警察本部を除く）は、配備基準に基づき、所管の班ごとに、配備計画をたてる。 

※3 警察本部の配備基準及び具体的運用等については、「三重県警察災害警備計画」及び「三重県警察災害警備本部

の設置等に関する要綱」に基づき実施するものとする。 

151 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県の配備基準及び災対本部の概要 

３ 幹部職員への連絡系統 

【県災対本部】 

 

 

 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県の配備基準及び災対本部の概要 

３ 幹部職員への連絡系統 

【県災対本部】 
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152 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 県災対本部（本庁）の概要 

設置 

場所 

※不測の事態により県庁行政棟が利用できない場合、講堂内にスペースと機能を確保する。 

設置 

基準 

「【参考】県の配備基準及び災対本部の概要 １ 配備体制」で定める基準による。 

活動 １ 災害対策統括会議の開催（総括部隊＜総括班＞） 

本部長、災害対策統括部長（危機管理統括監）、災害対策副統括部長（総括部隊長）、総括

隊長をコアメンバーとして構成され、必要に応じ関係部隊長及び関係機関出席のもと、以下

の事案に対応する。 

① 災害予防及び災害応急対策の実施にかかる方針等の決定 

② 緊急かつ迅速に対応すべき事案の検討 

２ 本部会議の開催（総括部隊＜総括班＞） 

本部長、副本部長、本部員により構成され、必要に応じて関係機関の出席のもと、下記の

事案に対処する。 

① 本部長の指示の共有及び災害対策統括会議において決定された方針等の承認 

② 緊急対処事案の検討結果についての全庁的な情報共有 

３ 広域防災拠点等の主要活動拠点の確保・調整（総括部隊＜総括班＞・各部隊） 

県災対本部は、広域防災拠点等主要活動拠点における活動が必要と判断した場合、各部隊

は三重県広域受援計画等に基づき、活動に必要となる拠点（広域防災拠点、救助活動拠点、

物資拠点、ＳＣＵ、その他拠点）の被災状況の確認・機能確保調整を行うとともに、事前に

定めた拠点が被災等によって利用できない場合は、他施設の利用について他部隊等と調整す

る。 

また、三重県広域受援計画等に定めのない拠点や他機関から県有施設等の使用の要請があ

った場合は、総括部隊は被災状況をふまえて災害応急対策の内容に応じた拠点等の調整を行

う。 

４ 緊急派遣チームによる市町災対本部活動支援等（総括部隊＜派遣班＞） 

県災対本部は、災害の状況により必要に応じて、緊急派遣チームを組織し、市町へ派遣し

て災害対策活動の支援等を行う。 

５ 災害対策統括部調整会議の開催（総括部隊＜総括班＞） 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 県災対本部（本庁）の概要 

設置 

場所 

※不測の事態により県庁行政棟が利用できない場合、又は応援職員の増加に伴い執務スペー

スが不足する場合、講堂内にスペースと機能を確保する。 

設置 

基準 

「県の配備基準及び災対本部の概要 １災害対策のための配備体制」で定める基準による。 

活動 (削除) 

 

 

 

 

 

１ 本部会議又は災害対策統括会議の開催（総括部隊＜総括班＞） 

本部長、副本部長、本部員（災害対策統括会議の場合は関係する本部員）により構成され、

必要に応じて関係機関の出席のもと、下記の事案に対処する。 

①本部長の指示の共有及び対応方針等の承認 

②緊急対処事案の検討結果についての情報共有 

２ 広域防災拠点等の主要活動拠点の確保・調整（総括部隊＜総括班＞・各部隊） 

 県災対本部は、広域防災拠点等主要活動拠点における活動が必要と判断した場合、各部隊は

三重県広域受援計画等に基づき、活動に必要となる拠点（広域防災拠点、救助活動拠点、物

資拠点、ＳＣＵ、その他拠点）の被災状況の確認・機能確保調整を行うとともに、事前に定

めた拠点が被災等によって利用できない場合は、他施設の利用について他部隊等と調整す

る。 

また、三重県広域受援計画等に定めのない拠点や他機関から県有施設等の使用の要請があ

った場合は、総括部隊は被災状況をふまえて災害応急対策の内容に応じた拠点等の調整を行

う。 

３ 緊急派遣チームによる市町災対本部活動支援等（総括部隊＜派遣班＞） 

県災対本部は、災害の状況により必要に応じて、緊急派遣チームを組織し、市町へ派遣し

て災害対策活動の支援等を行う。 

４ 災害対策統括部調整会議の開催（総括部隊＜総括班＞） 
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総括班長は、災害の状況や各班長等の要請に応じて、全班長又は関係する部隊の班長等を

招集し、災害対策本部内の災害対応に係る情報の共有、各部隊・班の間の調整を行う。 

 

総括班長は、災害の状況や各班長等の要請に応じて、全班長又は関係する部隊の班長等を

招集し、災害対策本部内の災害対応に係る情報の共有、各部隊・班の間の調整を行う。 

 

154 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

５ 地方部の概要 

設置 

基準 

「【参考】県の配備基準及び災対本部の概要 １ 配備体制」で定める基準による。 

 

 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

５ 地方部の概要 

設置 

基準 

「県の配備基準及び災対本部の概要 １災害対策のための配備体制」で定める基準による。 

 

 

157 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

【別図１】三重県災害対策本部組織図 

 本部員会議 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

【別図１】三重県災害対策本部組織図 

 本部会議 

160 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

第３項 対策 

【別表２】三重県災害対策本部災害対策統括部の編成及び所掌事務 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

第３項 対策 

【別表２】三重県災害対策本部災害対策統括部の編成及び所掌事務 
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160 総括隊  

 総括班  

  災害救助法の適用の要否の決定に関すること 地域防災推進課 

 対策班  

  災害救助法の運用に関すること 地域防災推進課 

 

 

 

 

 

 

総括隊  

 対策班  

  災害救助法の適用及び運用に関すること 地域防災推進課 

 

161 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

第３項 対策 

 

 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

第３項 対策 

  

161 第３部 発災後対策 

第１章 災害対策本部機能の確保 

第 1 節 活動態勢の整備 

第３項 対策 

【別表２】三重県災害対策本部災害対策統括部の編成及び所掌事務 

 

災害関係文書、物品の収受配分及び発送に関すること 法務・文書課 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

第３項 対策 

【別表２】三重県災害対策本部災害対策統括部の編成及び所掌事務 

 

災害関係文書、物品の収受配分及び発送に関すること 文書・情報公開課 
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162 ◆ 所掌事務（社会基盤対策部隊） 

施設整備隊 

 情報収集・分析班 

  （略） 

  統括部隊・他部隊との連絡調整に関すること 

◆ 所掌事務（社会基盤対策部隊） 

施設整備隊 

 情報収集・分析班 

  （略） 

  総括部隊・他部隊との連絡調整に関すること 

164 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

 第３項 対策 

 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

第３項 対策 
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164 ◆ 所掌事務（保健医療部隊） 

 総括班 

  （略） 

  統括部隊との連絡調整に関すること 

◆ 所掌事務（保健医療部隊） 

 総括班 

  （略） 

  総括部隊との連絡調整に関すること 

166 

 

 

167 

  

167 
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169 

 

 

 

172 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

第３項 対策 

【別表４】地方部の所掌事務（標準例） 

 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第１節 準備・警戒体制の確保（接近 1） 

第３項 対策 

【別表４】地方部の所掌事務（標準例） 

 

175 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第２節 予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

気象情報・予警報の

収集・伝達 

総括部隊 

(総括班、総務班、情報

班、広聴広報班) 

台風当気象情報・予警

報発表後速やかに 

・台風等気象情報・予警報 

（津地方気象台） 

（省略）    
 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第２節 予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

気象情報・予警報の

収集・伝達 

総括部隊 

(総括班、情報班、広聴

広報班) 

台風当気象情報・予警

報発表後速やかに 

・台風等気象情報・予警報 

（津地方気象台） 

（省略）    
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177 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 気象情報・予警報の収集・伝達 

(1) 台風・気象情報等に関する情報の収集等(総括部隊＜総括班＞） 

三重県に影響を与える可能性のある台風が発生した場合や大雨が予想される場合などには、気象庁等台風・気象

関係機関のホームページやテレビ等から今後の進路や降雨予測等の情報を収集する。 

(2) 気象予警報等の伝達(総括部隊＜総務班＞） 

気象台等から気象予警報や気象情報等を受信した場合は、三重県防災通信ネットワークを使用して地方部及び市

町へその情報文を伝達するとともに、庁内放送により県庁内への周知を図る。 

(3）ホームページ等での情報提供(総括部隊＜総括班、総務班＞） 

三重県の防災情報ポータルサイト「防災みえ.ｊｐ」ホームページ、メール配信サービス及びＳＮＳ等により情報

を提供する。 

 

（中略） 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 気象情報・予警報の収集・伝達 

(1) 台風・気象情報等に関する情報の収集等(総括部隊＜総括班＞） 

三重県に影響を与える可能性のある台風が発生した場合や大雨が予想される場合などには、気象庁等台風・気象

関係機関のホームページやテレビ等から今後の進路や降雨予測等の情報を収集する。 

(2) 気象予警報等の伝達(総括部隊＜総括班＞） 

気象台等から気象予警報や気象情報等を受信した場合は、三重県防災通信ネットワークを使用して地方部及び市

町へその情報文を伝達するとともに、庁内放送により県庁内への周知を図る。 

(3）ホームページ等での情報提供(総括部隊＜情報班＞） 

三重県の防災情報ポータルサイト「防災みえ.ｊｐ」ホームページ、メール配信サービス及び SNS・防災アプリ等

により情報を提供する。 

 

（中略） 

179 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 被害情報等の収集・とりまとめ 

（1）市町、防災関係機関等からの情報収集と提供 

②ライフライン・公共交通機関に関わる情報収集（総括部隊＜情報班＞） 

ＮＴＴ回線等を通じて、公共機関（鉄道、バス、定期船等）の運行状況や高速道路の通行情報、ＮＴＴ、電気、

ガス会社からの情報等を定期的に収集する。 

 

（中略） 

 

⑤その他の情報収集（各部隊、各部局等） 

各部隊（各部局等）が所管する施設や関係団体等に関する被害状況は、各部隊（各部局等）が情報を収集し、総

括部隊（総括班）に報告するものとする。 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 被害情報等の収集・とりまとめ 

（1）市町、防災関係機関等からの情報収集と提供 

②ライフライン・公共交通機関に関わる情報収集（総括部隊＜情報班＞） 

ＮＴＴ回線等を通じて、公共機関（鉄道、バス、定期船等）の運行状況や高速道路の通行情報、ＮＴＴ、電気、ガ

ス会社からの情報等を定期的に収集する。 

 

（中略） 

 

⑤その他の情報収集（各部隊、各部局等） 

各部隊（各部局等）が所管する施設や関係団体等に関する被害状況は、各部隊（各部局等）が情報を収集し、総括

部隊（情報班）に報告するものとする。 
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180 第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 被害情報等の収集・とりまとめ 

【防災関係機関等から収集する情報の内容】 

情報・連絡内容 部隊・班名 情報収集先 主な情報収集手段 

１．被害・復旧の状況    

（省略）    

 高速道路 総括部隊（情報班） 中日本高速道路株式会社 電話 

 公共交通機関 総括部隊（情報班） 公共交通事業者 電話 

（省略）    

県営水道 社会基盤対策部隊 

（水道・工業用水道班） 

地方部（水道事務所 電話（衛星携帯電話

含む）、業務用無線、

ＭＣＡ無線 
 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第２章 災害対策本部機能の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 被害情報等の収集・とりまとめ 

【防災関係機関等から収集する情報の内容】 

情報・連絡内容 部隊・班名 情報収集先 主な情報収集手段 

１．被害・復旧の状況    

（省略）    

 高速道路 社会基盤対策部隊 中日本高速道路株式会社 電話 

 公共交通機関 総括部隊（情報班） 公共交通事業者 電話 

（省略）    

県営水道 社会基盤対策部隊 

（水道・工業用水道班） 

地方部（水道事務所 電話（衛星携帯電話

含む）、業務用無線、

ＭＣＡ無線、三重県

防災通信ネットワ

ーク（地上系、衛星

系） 
 

199 第３部 台風接近時等の減災対策 

第３章 避難誘導体制の確保 

第１節 避難所の確保及び早期避難の促進 

第３項 対策 

■県が実施する対策  

５ 避難者の大規模移送支援(総括部隊＜対策班＞) 

【三重県版タイムライン策定に伴い整理・検討した事前行動項目】 

１ 住民の早期避難に向けた支援 

【主な行動項目】 

・「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））を活用した県民への 

防災気象情報の提供」（総括部隊） 

 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第３章 避難誘導体制の確保 

第１節 避難所の確保及び早期避難の促進 

第３項 対策 

■県が実施する対策  

５ 避難者の大規模移送支援(総括部隊＜対策班＞) 

【三重県版タイムライン策定に伴い整理・検討した事前行動項目】 

１ 住民の早期避難に向けた支援 

【主な行動項目】 

・「ＳＮＳ及び防災アプリを活用した県民への 

防災気象情報の提供」（総括部隊） 
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203 第３部 台風接近時等の減災対策 

第４章 災害未然防止活動 

第３節 県民・企業等による安全確保 

【主担当部隊】：総括部隊（総括班、総務班、広聴広報班） 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始 (準

備)時期等 

重要な収集情報(収集先) 

「防災みえ.jp」および「メール配

信サービス」による災害情報等の

提供・伝達 

総括部隊（総務

班、広聴広報班） 

台風発生後速

やかに 

・台風情報・気象予警報等 

（気象台） 

（省略）    

L アラート（災害情報共有システ

ム）を活用した情報提供 

総括部隊（総務

班） 

県災対本部設

置後 

・避難情報、被害情報等

（市町、関係防災機関） 
 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第４章 災害未然防止活動 

第３節 県民・企業等による安全確保 

【主担当部隊】：総括部隊（総括班、情報班、広聴広報班） 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始 (準

備)時期等 

重要な収集情報(収集先) 

「みえ防災ナビ」および「メール

配信サービス」による災害情報等

の提供・伝達 

総括部隊（情報

班、広聴広報班） 

台風発生後速

やかに 

・台風情報・気象予警報等 

（気象台） 

（省略）    

L アラート（災害情報共有システ

ム）を活用した情報提供 

総括部隊（情報

班） 

県災対本部設

置後 

・避難情報、被害情報等

（市町、関係防災機関） 
 

203 第３部 台風接近時等の減災対策 

第４章 災害未然防止活動 

第３節 県民・企業等による安全確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 「防災みえ．ｊｐ」ホームページ、「メール配信サービス」及びＳＮＳ等による災害情報等の提 

供・伝達（総括部隊＜総務班、広聴広報班＞） 

 

（中略） 

 

３ Ｌアラート（災害情報共有システム）を活用した情報提供（総括部隊＜総務班＞） 

災害発生時やその復興局面等において、公共情報を発信する自治体・ライフライン事業者などと、それを伝える放

送事業者・通信事業者を結ぶ共通基盤である「L アラート（災害情報共有システム）」を活用し、テレビ、ラジオ、

携帯電話、ポータルサイト等の多様なメディアを通じた住民への情報提供を図る。 

 

【三重県版タイムライン策定に伴い整理・検討した事前行動項目】 

① 「防災みえ．ｊｐ」や「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））」を活用した防災気象情報の提供など 

台風情報や気象情報等の防災気象情報について、県民に注意喚起し早期の避難行動を促すため、「防災みえ．ｊｐ」

や「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））」を活用して情報発信する行動項目を整理している。 

 

 

第３部 台風接近時等の減災対策 

第４章 災害未然防止活動 

第３節 県民・企業等による安全確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 「防災みえ．ｊｐ」ホームページ、「メール配信サービス」及び SNS・防災アプリ等による災害情報等の提供・伝達

（総括部隊＜情報班、広聴広報班＞） 

 

（中略） 

 

３ Ｌアラート（災害情報共有システム）を活用した情報提供（総括部隊＜情報班＞） 

災害発生時やその復興局面等において、公共情報を発信する自治体・ライフライン事業者などと、それを伝える放送

事業者・通信事業者を結ぶ共通基盤である「L アラート（災害情報共有システム）」を活用し、テレビ、ラジオ、携帯

電話、ポータルサイト等の多様なメディアを通じた住民への情報提供を図る。 

 

【三重県版タイムライン策定に伴い整理・検討した事前行動項目】 

① 「防災みえ．ｊｐ」や「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））」及び「みえ防災ナビ」を活用した防災気

象情報の提供など 

台風情報や気象情報等の防災気象情報について、県民に注意喚起し早期の避難行動を促すため、「防災みえ．ｊｐ」や

「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））」及び「みえ防災ナビ」を活用して情報発信する行動項目を整理して

いる。 
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【主な行動項目】 

・「防災情報プラットフォームの運用」（総括部隊） 

・「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））を活用した県民への防災気象情報の提供」（総括部隊） 

 

【主な行動項目】 

・「防災情報プラットフォームの運用」（総括部隊＜情報班＞） 

・「ＳＮＳ（Ｘ（エックス）・ＬＩＮＥ（ライン））及び「みえ防災ナビ」を活用した県民への防災気象情報の提供」（総

括部隊＜情報班＞） 

 

209 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第１節 災害対策活動の実施体制の確保 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始 (準

備)時期等 

重要な収集情報(収集先) 

災害対策のための準備体

制 

総括部隊（総括班） 

地方統括部（総括班） 

配備基準に基

づき速やかに 

・気象予警報等（気象台） 

県災対本部（警戒体制）の

設置 

総括部統括隊（総括班） 設置基準に基

づき速やかに 

・気象予警報等（気象台） 

地方部（警戒体制）の設置 地方部（総括班） 設置基準に基

づき速やかに 

・気象予警報等（気象台） 

（省略）    
 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第１節 災害対策活動の実施体制の確保 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始 (準

備)時期等 

重要な収集情報(収集先) 

災害対策のための準備体

制 

（削除） 配備基準に基

づき速やかに 

・気象予警報等（気象台） 

県災対本部（警戒体制）の

設置 

総括部隊 設置基準に基

づき速やかに 

・気象予警報等（気象台） 

地方部（警戒体制）の設置 地方部 設置基準に基

づき速やかに 

・気象予警報等（気象台） 

（省略）    
 

210 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第１節 災害対策活動の実施体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害対策のための準備体制（総括部隊＜総括班＞、地方部＜総括班＞） 

「第３部 第２章 第１節 準備・警戒体制の確保 ＜県が実施する対策＞１ 災害対策のための準備体制」に基づ 

き実施する。 

２ 県災対本部（警戒体制）の設置（総括部隊＜総括班＞） 

「第３部 第２章 第１節 準備・警戒体制の確保 ＜県が実施する対策＞２ 県災対本部（警戒体制）の設置」に基 

づき実施する。 

３ 地方部（警戒体制）の設置（地方部＜総括班＞） 

「第３部 第２章 第１節 準備・警戒体制の確保 ＜県が実施する対策＞３ 地方部（警戒体制）の設置」に基づき 

実施する。 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第１節 災害対策活動の実施体制の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害対策のための準備体制 

「第３部 第２章 第１節 準備・警戒体制の確保 ＜県が実施する対策＞１ 災害対策のための準備体制」に基づき

実施する。 

２ 県災対本部（警戒体制）の設置（総括部隊） 

「第３部 第２章 第１節 準備・警戒体制の確保 ＜県が実施する対策＞２ 県災対本部（警戒体制）の設置」に基

づき実施する。 

３ 地方部（警戒体制）の設置（地方部） 

「第３部 第２章 第１節 準備・警戒体制の確保 ＜県が実施する対策＞３ 地方部（警戒体制）の設置」に基づき

実施する。 
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（中略） 

５ 災害応急対策に係る対応方針の決定 

(4) 災害応急対策実施方針の伝達（総括部隊＜総括班、総務班＞） 

本部員会議を開催し、各本部員に対し、決定した災害応急対策に係る対応方針の指示・伝達を行う。 

 

（中略） 

５ 災害応急対策に係る対応方針の決定 

(4) 災害応急対策実施方針の伝達（総括部隊＜総括班、総務班＞） 

本部会議を開催し、各本部員に対し、決定した災害応急対策に係る対応方針の指示・伝達を行う。 

218 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保 

第３項 対策 

■計画関係者共通事項等 

１ 災害時に用いる通信手段の概要 

 

 

防災通信ネットワーク設置個所一覧表 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保 

第３項 対策 

■計画関係者共通事項等 

１ 災害時に用いる通信手段の概要 

防災通信ネットワーク設置個所一覧表 
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219 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保（発災 2） 

第３項 対策 

（別表１） 

関係機関等名 情報共有手段 代替手段等 

県災対本部 ・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県行政ＷＡＮ 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系、衛星

系、有線系） 

・三重県防災情報システム 

・三重県広域災害・救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ） 

・インターネットメール 

・衛星携帯電話 

・衛星インターネット通信機器 

・携帯型無線機 

・可搬型衛星通信設備 

・連絡員派遣 

地方部 ・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県行政ＷＡＮ 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系、衛星

系、有線系） 

・三重県防災情報システム 

・インターネットメール 

・衛星携帯電話 

・衛星インターネット通信機器（伊勢、尾鷲、

熊野） 

・携帯型無線機 

・連絡員派遣 

県単独庁舎等 

・消防学校 

・航空隊事務所 

・東京事務所 

・県管理ダム 

・企業庁水道事務所 

・ダイバーシティ社

会推進課 

・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県行政ＷＡＮ 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系（東京

事務所除く）、衛星系（航空隊（可搬型）、東京

事務所）、有線系（NPO、下水道事務所、東京事

務所除く）） 

・インターネットメール 

その他県単独庁舎等 

 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保（発災 2） 

第３項 対策 

（別表１） 

関係機関等名 情報共有手段 代替手段等 

県災対本部 ・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県行政ＷＡＮ 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系、衛星

系、有線系） 

・三重県防災情報システム 

・広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ

Ｓ） 

・インターネットメール 

・衛星携帯電話 

・衛星インターネット通信機器 

・携帯型無線機 

・可搬型衛星通信設備 

・連絡員派遣 

地方部 ・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県行政ＷＡＮ 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系、衛星

系、有線系） 

・三重県防災情報システム 

・インターネットメール 

・衛星携帯電話 

・衛星インターネット通信機器（10 地域庁舎） 

・携帯型無線機 

・連絡員派遣 

県単独庁舎等 

・消防学校 

・航空隊事務所 

・東京事務所 

・県管理ダム 

・企業庁水道事務所 

・ダイバーシティ社

会推進課 

・流域下水処理場 

・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県行政ＷＡＮ 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系、衛星

系（ダイバーシティ社会推進課、流域下水処理

場除く）、有線系（ダイバーシティ社会推進課、

流域下水処理場除く）） 

・インターネットメール 

・衛星インターネット通信機器（航空隊事務

所） 

その他県単独庁舎等 
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220 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保（発災 2） 

第３項 対策 

別表１ 

関係機関等名「消防本部」の「代替手段等」の欄 

・可搬型衛星通信設備 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保（発災 2） 

第３項 対策 

別表１  

関係機関等名「消防本部」の「代替手段等」の欄 

・可搬型衛星通信設備【11 消防本部（桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊勢、鳥羽、志摩、紀勢、三重紀北、熊

野）】 

221 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保（発災 2） 

第３項 対策 

（別表１） 

関係機関等名 情報共有手段 代替手段等 

三重県医師会 ・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系） 

・三重県広域災害・救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ） 

・インターネットメール 

・連絡員派遣 

三重県歯科医師会 ・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県広域災害・救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ） 

・インターネットメール 

・連絡員派遣 

三重県薬剤師会 ・固定通信網・移動体通信網 

・インターネットメール 

 

 

・連絡員派遣 

三重県看護協会 ・固定通信網・移動体通信網 

・インターネットメール 

 

 

 

・連絡員派遣 

日本赤十字社三重県

支部 

・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県防災通信ネットワーク（衛星系、地上

・連絡員派遣 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保（発災 2） 

第３項 対策 

（別表１） 

関係機関等名 情報共有手段 代替手段等 

三重県医師会 ・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系） 

・広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ

Ｓ） 

・インターネットメール 

・連絡員派遣 

三重県歯科医師会 ・固定通信網、移動体通信網等 

・インターネットメール 

 

 

・連絡員派遣 

三重県薬剤師会 ・固定通信網・移動体通信網 

・広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ

Ｓ） 

・インターネットメール 

・連絡員派遣 

三重県看護協会 ・固定通信網・移動体通信網 

・広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ

Ｓ） 

・インターネットメール 

 

・連絡員派遣 

日本赤十字社三重県

支部 

・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県防災通信ネットワーク（衛星系、地上

・連絡員派遣 
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系） 

・インターネットメール 

 

 

（略） （略） （略） 

医療機関 

（略） 

・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県防災通信ネットワーク（衛星系〔三重

大病院、伊勢赤十字病院、総合医療センター〕）

（地上系〔三重大病院、伊勢赤十字病院、鈴鹿

中央総合病院。松阪市民病院。尾鷲総合病院、

紀南病院、上野総合市民病院、市立四日市病

院、いなべ総合病院、総合医療センター、済生

会松阪総合病院、厚生連松阪中央総合病院、志

摩病院、三重中央医療センター、伊勢市立伊勢

総合病院、桑名市総合医療センター〕） 

・三重県広域災害・救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ） 

・インターネットメール 

― 

 

系） 

・広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ

Ｓ） 

・インターネットメール 

（略） （略） （略） 

医療機関 

（略） 

・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県防災通信ネットワーク（衛星系〔三重

大病院、伊勢赤十字病院、総合医療センター〕）

（地上系〔三重大病院、伊勢赤十字病院、鈴鹿

中央総合病院。松阪市民病院。尾鷲総合病院、

紀南病院、上野総合市民病院、市立四日市病

院、いなべ総合病院、総合医療センター、志摩

病院、済生会松阪総合病院、厚生連松阪中央総

合病院、志摩病院、三重中央医療センター、伊

勢市立伊勢総合病院、桑名市総合医療センタ

ー〕） 

・広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ

Ｓ） 

・インターネットメール 

― 

医療機関（県営病

院） 

・固定通信網、移動体通信網等 

・三重県防災通信ネットワーク（地上系、衛星

系） 

・インターネットメール 

― 

 

222 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保 

第３項 対策 

■計画関係者共通事項等 

１ 災害時に用いる通信手段の概要 

（１）② 本庁、防災ヘリコプター管理事務所、県広域防災拠点及び各消防本部に配備している衛星系可搬型 

防災行政無線機器 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第２節 通信機能の確保 

第３項 対策 

■計画関係者共通事項等 

１ 災害時に用いる通信手段の概要 

（１）② 本庁及び 11 消防本部（桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊勢、鳥羽、志摩、紀勢、三重紀北、熊野）に配

備している衛星系可搬型防災行政無線機器 
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226 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第３節 自衛隊及び海上保安庁への災害派遣要請等 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 自衛隊災害派遣要請 

知事は、市町長から別紙１などによる派遣要請の要求を受け、その派遣要請の事由を適切と認めた場合、又は自

らの判断で派遣を要請する場合は、自衛隊法第 83 条の規定に基づき、別紙２により陸上自衛隊第 33 普通科連隊長

へ要請を行う。ただし、事態が急を要するときは、電話又は無線をもって要請し、事後に文書を送付する。 

○ 派遣要請窓口： 陸上自衛隊第３３普通科連隊 第３科 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第３節 自衛隊及び海上保安庁への災害派遣要請等 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 自衛隊災害派遣要請 

知事は、市町長から別紙１などによる派遣要請の要求を受け、その派遣要請の事由を適切と認めた場合、又は自ら

の判断で派遣を要請する場合は、派遣を希望する活動内容を考慮し、自衛隊法第 83 条の規定に基づき、別紙２によ

り陸上自衛隊第 33 普通科連隊長等へ要請を行う。ただし、事態が急を要するときは、電話又は無線をもって要請し、

事後に文書を送付する。 

○ 派遣要請連絡窓口：  

 連絡窓口 所在地 電話番号 

陸上自衛隊 第 33 普通科連隊長 

（第 3 科） 

〒514-1118 

三重県津市久居新町 975 

(059)255-3133 内線 256 

（当直 462） 

海上自衛隊 横須賀地方総監 

（第 3 幕僚室） 

〒238-0046 

神奈川県横須賀市西 

逸見町 1 丁目無番地 

(046)822-3500 内線 2543 

（当直 2222） 

航空自衛隊 中部航空方面隊司令官 

（防衛部） 

〒350-1394 

埼玉県狭山市稲荷山 

2-3 

(04)2953-6131 内線 2233 

（当直 2204） 

 

239 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第４節 災害情報等の収集・伝達及び広報体制の確保と運用 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害情報の収集 総括部隊（情報班、

派遣班、対策班） 

【発災直後】災害発生の情

報を得た後速やかに 

・災害関連情報全般（市

町、防災関係機関） 

災害情報の分析 総括部隊（情報班） 【発災直後】災害情報を収

集次第 

・災害関連情報全般（市

町、防災関係機関） 

情報の伝達 総括部隊（総括班） 【発災後 3 時間以内】災害

情報の整理ができ次第 

・災害関連情報全般（市

町、防災関係機関） 

（省略）    

 

 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第４節 災害情報等の収集・伝達及び広報体制の確保と運用 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害情報の収集 総括部隊（総括班、

情報班、派遣班、対

策班）、各部隊（各

部局等） 

【発災直後】災害発生の情

報を得た後速やかに 

・災害関連情報全般（市

町、防災関係機関） 

災害情報の分析 総括部隊（情報班）、

各部隊（各部局等） 

【発災直後】災害情報を収

集次第 

・災害関連情報全般（市

町、防災関係機関） 

情報の伝達 総括部隊（情報班）、 

各部隊（各部局等） 

【発災後 3 時間以内】災害

情報の整理ができ次第 

・災害関連情報全般（市

町、防災関係機関） 

（省略）    
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239 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第４節 災害情報等の収集・伝達及び広報体制の確保と運用 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害情報の収集、分析、伝達 

（1）災害情報の収集 

①災害発生情報の収集（総括部隊＜総括班、情報班＞） 

洪水や高潮、土砂災害等の災害が発生したとの情報を得た場合は、速やかに災害の種別、場所、規模及び人的被

害の有無等について、地方部を通じ被災市町からの情報収集に努める。 

また、被災地域に避難指示等が発令されているかを確認し、発令されていない場合は、必要に応じ当該市町に対し、

発令を促す。 

さらに、各部隊（各部局等）が所管する施設や関係団体等に関する被害状況は、各部隊（各部局等）が情報収集

し、総括部隊（総括班）に報告するものとする。 

なお、災害情報等の収集は、防災情報システムによることを原則とするものの、必要に応じメールやＦＡＸ、電

話や防災行政無線等を活用し、迅速な情報収集に努める。 

②安否情報の収集（総括部隊） 

（中略） 

③市町からの情報収集が困難な時の対応（総括部隊＜総括班、派遣班＞） 

（中略） 

④その他の機関の情報の活用（総括部隊＜対策班、情報班＞） 

（中略） 

（2）災害情報の分析（総括部隊＜情報班＞） 

（中略） 

（3）情報の伝達（総括部隊＜総括班＞） 

（中略） 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第４節 災害情報等の収集・伝達及び広報体制の確保と運用 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害情報の収集、分析、伝達 

（1）災害情報の収集 

①災害発生情報の収集（総括部隊＜情報班＞、各部隊（各部局等）） 

洪水や高潮、土砂災害等の災害が発生したとの情報を得た場合は、速やかに災害の種別、場所、規模及び人的被害

の有無等について、地方部を通じ被災市町からの情報収集に努める。 

また、災害が発生するおそれがある地域に高齢者等避難や避難指示が、災害が発生した若しくはその発生が切迫して

いる地域に緊急安全確保が発令されているかを確認し、発令されていない場合は、必要に応じ当該市町に対し、発令

を促す。 

さらに、各部隊（各部局等）が所管する施設や関係団体等に関する被害状況は、各部隊（各部局等）が情報収集し、

総括部隊（情報班）に報告するものとする。 

なお、災害情報等の収集は、防災情報システムによることを原則とするものの、必要に応じメールやＦＡＸ、電話

や防災行政無線等を活用し、迅速な情報収集に努める。 

②安否情報の収集（総括部隊＜情報班＞） 

（中略） 

③市町からの情報収集が困難な時の対応（総括部隊＜情報班、派遣班＞） 

（中略） 

④その他の機関の情報の活用（総括部隊＜対策班、情報班＞、各部隊（各部局等）） 

（中略） 

（2）災害情報の分析（総括部隊＜情報班＞、各部隊（各部局等）） 

（中略） 

（3）情報の伝達（総括部隊＜情報班＞、各部隊（各部局等）） 

（中略） 

250 第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第６節 国・その他の地方公共団体への災害対策要員の派遣要請等 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 国及びその他の地方公共団体への職員の派遣要請等（総括部隊＜応援・受援班＞） 

(4) 応援職員確保現地調整会議 

第４部 発災後の応急対策 

第１章 災害対策本部活動の実施 

第６節 国・その他の地方公共団体への災害対策要員の派遣要請等 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 国及びその他の地方公共団体への職員の派遣要請等（総括部隊＜応援・受援班＞） 

(4) 応援職員確保現地調整会議 



三重県地域防災計画（風水害編）R７年度新旧対照表 
ﾍﾟｰｼﾞ 旧 新 

  

大規模災害時には、県内に「応援職員確保現地調整会議」（構成：総務省（事務局）、全国知事会、全国市長会、

全国町村会、指定都市市長会、被災地域ブロック幹事都道府県等）が設置され、被害の状況等を考慮しつつ、県内

市町ごとに対口支援団体が決定される。 

(新設) 

 

(5) その他の地方公共団体職員の派遣要請 

その他の都道府県職員の派遣要請は、地方自治法第 252 条の 17 の規定に基づいて行う。 

大規模災害時には、県内に「応援職員確保現地調整会議」（構成：総務省（事務局）、全国知事会、全国市長会、全

国町村会、指定都市市長会、被災地域ブロック幹事都道府県等）が設置され、被害の状況等を考慮しつつ、県内市町

ごとに対口支援団体が決定される。 

(5) 内閣府調査チーム等の派遣 

大規模災害が発生した場合、被害情報の収集及び対応状況の把握のため、内閣府から「内閣府調査チーム」が派遣

される他、被害状況に応じて、災害現地対策本部等が設置される。 

(6) その他の地方公共団体職員の派遣要請 

その他の都道府県職員の派遣要請は、地方自治法第 252 条の 17 の規定に基づいて行う。 

250 ■県が実施する対策 

２ 従事命令等（総括部隊＜応援・受援班＞） 

（中略） 

なお、知事は、基本法第 71 条第１項の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を市町長が行うこととすること

ができるが、その場合は、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町長に通知するものとし、またこの通

知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。 

（中略） 

(3)費用 

 知事が基本法第 71 条並びに救助法第 7 条の規定に基づいて発した従事命令により、災害応急対策並びに救助に従

事した者に対しては、救助法施行細則第 10 条に規定するところによりそれぞれ実費を弁償する。 

■県が実施する対策 

２ 従事命令等（総括部隊＜応援・受援班＞） 

（中略） 

なお、知事は、基本法第 71 条第２項の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を市町長が行うこととすること

ができるが、その場合は、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町長に通知するものとし、またこの通知

をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。 

（中略） 

(3)費用 

 知事が基本法第 71 条並びに救助法第 7 条の規定に基づいて発した従事命令により、救助に従事した者に対しては、

救助法施行細則第 10 条の例によりそれぞれ実費を弁償する。 

251 【参考２】基本法第 71 条第１項の規定による知事の権限 

１ 従事命令（救助法第７条関係） 

従事命令は、次に掲げる範囲の者に対し発することができる（救助法施行令第４条） 

① 医師、歯科医師又は薬剤師 

② 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又は歯科衛

生士 

（新設） 

 

 

 

③ 土木技術者又は建築技術者 

④ 大工、左官又はとび職 

⑤ 土木業者、建築業者及びこれらの従事者 

⑥ 鉄道業事業者及びその従事者 

⑦ 軌道経営者及びその従事者 

⑧ 自動車運送事業者及びその従事者 

⑨ 船舶運航事業者及びその従事者 

⑩ 港湾運送事業業者及びその従事者 

２ 協力命令（救助法第８条関係） 

協力命令は、救助を要する者及びその近隣の者に対して発することができる。 

(新設) 

【参考２】基本法第 71 条第１項の規定による知事の権限 

１ 従事命令（救助法第７条関係） 

従事命令は、次に掲げる範囲の者に対し発することができる（救助法施行令第４条） 

① 医師、歯科医師又は薬剤師 

② 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業

療法士、臨床工学技士、救急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士 

③ 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師又は児童福祉法(昭和二十二年

法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支

援に従事する者として内閣府令で定める者 

④ 土木技術者又は建築技術者 

⑤ 大工、左官又はとび職 

⑥ 土木業者、建築業者及びこれらの従事者 

⑦ 鉄道業事業者及びその従事者 

⑧ 軌道経営者及びその従事者 

⑨ 自動車運送事業者及びその従事者 

⑩ 船舶運航事業者及びその従事者 

⑪ 港湾運送事業業者及びその従事者 

２ 協力命令（救助法第８条関係） 

協力命令は、次の者に対して発することができる。 

① 救助を要する者及びその近隣の者 
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② 登録被災者援護協力団体（基本法第 23 条 7 に規定） 

272 第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第１節 ヘリコプターの活用 

第１項 活動方針 

○ 風水害の発生により、県内で甚大な被害が発生し、陸上及び海上での災害応急対策活動に支障が生じた場合に

は、ヘリコプターを活用した上空からの情報収集、救出、救助活動、人員搬送活動、物資輸送活動等を行う。 

第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第１節 ヘリコプターの活用 

第１項 活動方針 

○ 風水害の発生により、県内で甚大な被害が発生し、陸上及び海上での災害応急対策活動に支障が生じた場合に

は、ヘリコプターを活用した上空からの情報収集活動、救出救助活動、人員搬送活動、物資輸送活動(以下「支援活

動」という。)等を行う。 

273 第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第１節 ヘリコプターの活用 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ ヘリコプターの応援要請（総括部隊＜対策班＞）  

県が保有するヘリコプターによる活動が行えない場合、又は活動体制が不足する場合は、次の機関等に各ヘリコ

プターの応援要請を行う。 

(1)緊急消防援助隊 

県は、「三重県における緊急消防援助隊応援出動及び受援計画」に基づき、消防応援活動調整本部を通じ、総務

省消防庁へ緊急消防援助隊航空部隊を要請する。 

 

（中略） 

 

(3) 指定地方行政機関への要請 

県は、(1)(2)における消防防災ヘリコプター以外に、必要に応じて指定地方行政機関（中部地方整備局、海上保

安庁第四管区海上保安本部）が保有するヘリコプターの活用について要請を行う。 

また、中部空港事務所を通じて航空輸送の要請を行う。 

 

（中略） 

 

(5) 自衛隊への要請 

上記(1)から(4)による活動が困難なとき、又は急を要するときは、「第１章 第３節 自衛隊及び海上保安庁への

災害派遣要請等」に基づき、自衛隊に対し航空輸送の支援要請を行う。 

 

第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第１節 ヘリコプターの活用 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ ヘリコプターの応援要請（総括部隊＜対策班＞）  

県が保有するヘリコプターによる支援活動が行えない場合、又は支援活動体制に不足が生じる場合は、次の機関等

にヘリコプターの応援要請を行う。 

(1)緊急消防援助隊 

県は、「三重県における緊急消防援助隊応援出動及び受援計画」に基づき、消防応援活動調整本部を通じ、総務省消

防庁に対して緊急消防援助隊航空部隊の応援を要請する。 

 

（中略） 

 

(3) 指定地方行政機関への要請 

県は、(1)(2)における消防防災ヘリコプター及びドクターヘリ以外に、必要に応じて指定地方行政機関（中部地方

整備局、海上保安庁第四管区海上保安本部）が保有するヘリコプターによる支援活動の要請を行う。 

 

 

（中略） 

 

(5) 自衛隊への要請 

上記(1)から(4)による支援活動が困難なとき、又は急を要するときは、「第１章 第３節 自衛隊及び海上保安庁へ

の災害派遣要請等」に基づき、自衛隊に対し航空輸送の支援要請を行う。 
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（中略） 

 

３ 活動拠点の確保（総括部隊＜対策班＞） 

(1) ヘリベース（ＨＢ）の確保  

航空部隊のヘリコプター運用に関する指揮を実施し、航空部隊の進出・集結拠点となるヘリベースを確保する。

ヘリベースは、原則、津市伊勢湾ヘリポートとするが、被災状況に照らし、三重交通 G スポーツの杜鈴鹿を代替ヘ

リベースとして設定する。  

ヘリベースには航空部隊のヘリコプター運用に関する指揮者をおく。 

 

（中略） 

 

(4) ランディングポイント（ＬＰ）の確保 

上記(1)(2)(3)以外で、災害救助活動のための離着陸を行う地点を確保する。 

 

（中略） 

 

４ 航空運用調整担当の設置（総括部隊＜対策班＞） 

航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各種活動のための航空機及び無

人航空機の運用に関し、県災害対策本部に航空運用調整担当を設置する。 

 

５ ヘリコプター等の航空運用調整（総括部隊＜対策班＞） 

ヘリコプターの特性を十分活用できるよう、情報収集に努め、空路からの支援の必要性が認められる場合に運用

する。  

ヘリコプターの運用にあたり、県災害対策本部に設置した航空運用調整担当は、警察、消防、国土交通省、海上保

安庁、自衛隊、ＤＭＡＴ調整本部の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図

るため、活動エリアや任務の調整を行う。 

（中略） 

 

３ 活動拠点の確保（総括部隊＜対策班＞） 

(1) ヘリベース（ＨＢ）の確保  

航空部隊のヘリコプター運用に関する指揮を実施し、航空部隊の進出・集結拠点となるヘリベースを確保する。ヘ

リベースは、原則、津市伊勢湾ヘリポートとするが、被災状況に照らし、三重交通 G スポーツの杜鈴鹿を代替ヘリベ

ースとして設定する。  

ヘリベースには航空部隊のヘリコプター運用に関する指揮者を配置する。 

 

（中略） 

 

(4) ランディングポイント（ＬＰ）の確保 

上記(1)(2)(3)以外で、支援活動のための離着陸を行う地点を確保する。 

 

（中略） 

 

４ 航空運用調整担当の設置（総括部隊＜対策班＞） 

航空機情報収集、救助・救急、消火、医療等の各種支援活動を最も有効適切に実施するため、航空機及び無人航空

機（以下、「航空機等」という。）の運用に関し、県災害対策本部に航空運用調整担当を設置する。 

 

５ 航空機等の航空運用調整（総括部隊＜対策班＞） 

航空機等の特性を十分活用できるよう、情報収集に努め、空路からの支援の必要性が認められる場合に運用する。 

航空機等の運用にあたり、県災害対策本部に設置した航空運用調整担当は、警察、消防、国土交通省、海上保安庁、

自衛隊、ＤＭＡＴ調整本部等の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るた

め、活動エリアや任務の調整を行う。 

273 第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第５節 ヘリコプターの活用（発災 11） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ ヘリコプターの応援要請（総括部隊＜対策班＞） 

(2) 相互応援協定に基づく応援要請 

県は、必要に応じて次にある相互応援協定に基づく応援要請を行う。 

第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第５節 ヘリコプターの活用（発災 11） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ ヘリコプターの応援要請（総括部隊＜対策班＞） 

(2) 相互応援協定に基づく応援要請 

県は、必要に応じて次にある相互応援協定に基づく応援要請を行う。 
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協定名称 締結先団体 

紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定 奈良県、和歌山県 

三重県・滋賀県航空消防防災相互応援協定 滋賀県 

四県一市航空消防防災相互応援協定 
岐阜県、静岡県、愛知県 

名古屋市 

(新設) (新設) 
 

協定名称 締結先団体 

紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定 奈良県、和歌山県 

三重県・滋賀県航空消防防災相互応援協定 滋賀県 

四県一市航空消防防災相互応援協定 
岐阜県、静岡県、愛知県 

名古屋市 

大規模災害時におけるドクターヘリ広域連携に関する基本

協定 

富山県、石川県、福井県、長野県、岐

阜県、静岡県、愛知県及び各県の基地

病院 
 

273 第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第５節 ヘリコプターの活用（発災 11） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ ヘリコプターの応援要請（総括部隊＜対策班＞） 

(3) 指定地方行政機関への要請 

県は、(1)(2)における消防防災ヘリコプター以外に、必要に応じて指定地方行政機関（中部地方整備局、海上保

安庁第四管区海上保安本部）が保有するヘリコプターの活用について要請を行う。また、中部空港事務所を通じて

航空輸送の要請を行う。 

 

第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第５節 ヘリコプターの活用（発災 11） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ ヘリコプターの応援要請（総括部隊＜対策班＞） 

(3) 指定地方行政機関への要請 

県は、(1)(2)における消防防災ヘリコプター及びドクターヘリ以外に、必要に応じて指定地方行政機関（中部地方

整備局、海上保安庁第四管区海上保安本部）が保有するヘリコプターの活用について要請を行う。また、中部空港事

務所を通じて航空輸送の要請を行う。 

274 第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第５節 ヘリコプターの活用（発災 11） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 航空運用調整担当の設置（総括部隊＜対策班＞） 

航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各種活動のための航空機及び無

人航空機の運用に関し、県災害対策本部に航空運用調整担当を設置する。 

第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第５節 ヘリコプターの活用（発災 11） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 航空運用調整班の設置（総括部隊＜対策班＞） 

航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各種活動のための航空機及び無人

航空機の運用に関し、県災害対策本部に航空運用調整班を設置する。 

274 第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第５節 ヘリコプターの活用（発災 11） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

５ ヘリコプター等の航空運用調整（総括部隊＜対策班＞） 

ヘリコプターの特性を十分活用できるよう、情報収集に努め、空路からの支援の必要性が認められる場合に運用

第４部 発災後の応急対策 

第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等の応急対策 

第５節 ヘリコプターの活用（発災 11） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

５ ヘリコプター等の航空運用調整（総括部隊＜対策班＞） 

ヘリコプターの特性を十分活用できるよう、情報収集に努め、空路からの支援の必要性が認められる場合に運用す
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する。 

ヘリコプターの運用にあたり、県災害対策本部に設置した航空運用調整担当は、警察、消防、国土交通省、海上保

安庁、自衛隊、ＤＭＡＴ調整本部の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図

るため、活動エリアや任務の調整を行う。 

る。 

ヘリコプターの運用にあたり、県災害対策本部に設置した航空運用調整班は、警察、消防、国土交通省、海上保安庁、

自衛隊、ＤＭＡＴ調整本部の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、

活動エリアや任務の調整を行う。 

278 第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第１節 救助・救急活動 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 重機・資機材の調達等(総括部隊＜対策班＞、警察部隊、三重県消防応援活動調整本部、社会基盤対策部隊＜水

道・工業用水道班＞) 

救助活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行する。 

ただし、活動機関による調達・携行が困難と思われる特殊な重機・資機材については、関係機関等と調整のうえ

調達する。 

また、必要に応じ、工業用水道配水管に設置された消火栓等からの消火用水供給について、情報提供を行う。 

第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第１節 救助・救急活動 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 重機・資機材の調達等(総括部隊＜対策班＞、警察部隊、三重県消防応援活動調整本部、社会基盤対策部隊＜水道・

工業用水道班＞) 

救助活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行する。 

ただし、活動機関による調達・携行が困難と思われる特殊な重機・資機材については、関係機関等と調整のうえ調

達する。 

また、必要に応じ、工業用水道配水管に設置された消火栓等からの消火に必要な水の供給について、情報提供を行

う。 

281 第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第２節 医療・救護活動（発災 13） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 医療・救護活動 

(1) ＤＭＡＴ派遣（保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞） 

ウ ＤＭＡＴの活動調整 

県災対本部保健医療部隊（県保健医療福祉調整本部）に設置したＤＭＡＴ調整本部において、統括ＤＭＡＴ等が

ＤＭＡＴの活動調整を行う。 

また、ドクターヘリ調整部を設置し、対策班にリエゾンを派遣し調整を行う。 

第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第２節 医療・救護活動（発災 13） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 医療・救護活動 

(1) ＤＭＡＴ派遣（保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞） 

ウ ＤＭＡＴの活動調整 

県災対本部保健医療部隊（県保健医療福祉調整本部）に設置したＤＭＡＴ調整本部において、統括ＤＭＡＴ等がＤ

ＭＡＴの活動調整を行う。 

また、航空医療調整担当を設置し、対策班にリエゾンを派遣し調整を行う。 

282 第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第２節 医療・救護活動（発災 13） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 医療・救護活動 

(4)ＳＣＵの設置及び運営（総括部隊＜対策班＞、保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞＜地方部保健所（保健所

第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第２節 医療・救護活動（発災 13） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 医療・救護活動 

(4)ＳＣＵの設置及び運営（総括部隊＜対策班＞、保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞＜地方部保健所＞） 
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一部福祉事務所）＞）  

(5) 透析患者の対応（保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞） 

透析医療の情報については、「＜県が実施する対策＞ 1.医療情報の収集・共有」に加えて日本透析医会の災害時

情報ネットワークの情報も活用し、透析施設の被災状況や稼働状況等を把握し、市町等を通じて情報提供を行う。

また、必要に応じて、移送及び宿泊施設の確保を行う。 

それでもなお、受入が困難な透析患者等については、他都道府県に対し、患者の一時避難先及び透析施設の確保

を要請し、受入可能な地域への移送及び一時避難先の確保を行う。 

 

 

(5) 透析患者の対応（保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞） 

透析医療の情報については、「＜県が実施する対策＞ 1.医療情報の収集・共有」に加えて日本透析医会の災害時情

報ネットワークの情報も活用し、透析施設の被災状況や稼働状況等を把握し、市町等を通じて情報提供を行う。また、

必要に応じて、総括部隊や市町と調整のうえ移送及び宿泊施設の確保を行う。 

それでもなお、受入が困難な透析患者等については、他都道府県に対し、患者の一時避難先及び透析施設の確保を

要請し、受入可能な地域への移送及び一時避難先の確保を行う。 

 

283 第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第２節 医療・救護活動（発災 13） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 医療・救護活動 

（9）三重県災害時小児周産期リエゾンの招聘 

第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第２節 医療・救護活動（発災 13） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 医療・救護活動 

（9）三重県災害時小児周産期リエゾンの招聘（保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞） 

288 第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第１節 避難の指示等及び避難場所・避難所の確保 

第３項 対策 

５ 避難所の開設及び運営支援 

■県が実施する対策 

（新設） 

第４部 発災後の応急対策 

第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

第２節 医療・救護活動（発災 13） 

第３項 対策 

５ 避難所の開設及び運営支援 

■県が実施する対策 

(9) ホテル・旅館等宿泊施設の避難所利用(被災者生活再建部隊＜避難者支援班＞) 

市町から要請があった場合、県災対本部は、三重県生活衛生協同組合を通じて、避難所として利用可能なホテル・

旅館等宿泊施設の調査を行う。 

291 ■市町が実施する対策 

４ 避難所の開設及び運営 

(2) 避難所に収容する対象者 

住居が全壊（焼）、流失、半壊（焼）等の被害を受け、あるいは受けるおそれがあるため避難した者、交通機関の

停滞などにより帰宅困難となった者を、一時的に避難所に収容する。 

■市町が実施する対策 

４ 避難所の開設及び運営 

(2) 避難所に収容する避難者 

災害により、住居が全壊（焼）、流失、半壊（焼）等となったり、交通機関の停滞などにより帰宅困難となったりす

るなど災害によって現に被害を受けた者や、避難指示の対象となる者など被害を受けるおそれがあるため避難した者

を収容する。 
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295 第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 避難行動要支援者・要配慮者関連施設等の被災状況の把握・受入調整等（被災者支援部隊＜避難者支援班＞） 

(4) 市町を越える福祉避難所等への受入調整 

市町を越えて、要配慮者を、福祉避難所又は被災を免れた社会福祉施設等へ緊急入所させる必要がある

場合は、市町・社会福祉施設と連携して受入等の調整を行う。 

また、重度在宅難病患者で入院等の調整が必要な場合、保健所保健師、難病医療専門員等の調整により、

県内又は他都道府県の施設への受入を要請する。 

 

第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 避難行動要支援者・要配慮者関連施設等の被災状況の把握・受入調整等（被災者支援部隊＜避難者支援班＞） 

(4) 市町を越える福祉避難所等への受入調整 

市町を越えて、要配慮者を、福祉避難所又は被災を免れた社会福祉施設等へ緊急入所させる必要がある場

合は、市町・社会福祉施設と連携して受入等の調整を行う。 

また、重度在宅難病患者で入院等の調整が必要な場合、保健所保健師、難病医療コーディネーター等の調

整により、県内又は他都道府県の施設への受入を要請する。 

 

295 第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 要配慮者への応急対策情報等の提供（被災者支援部隊＜避難者支援班＞、総括部隊＜広聴広報班＞) 

(2) 在宅の要配慮者への情報提供 

①  応急対策情報の提供に際しては、要配慮者に配慮した分かりやすい情報の提供に努める。 

②  保健所保健師等、難病相談支援センター職員等が在宅の要配慮者宅等を巡回し、必要な情 

報の提供等を行う。 

 

第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 要配慮者への応急対策情報等の提供（被災者支援部隊＜避難者支援班＞、総括部隊＜広聴広報班＞) 

(2) 在宅の要配慮者への情報提供 

①  応急対策情報の提供に際しては、要配慮者に配慮した分かりやすい情報の提供に努める。 

②  保健所保健師等が在宅の要配慮者宅等を巡回し、必要な情報の提供等を行う。 

 

296 第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 避難所等へのその他の専門職員等の派遣（被災者支援部隊＜避難者支援班、ボランティア班＞) 

(2) 災害ボランティアの派遣 

要配慮者を支援するため、介護、通訳など、専門的な資格や技術を活かした活動を行う専門ボランティアを募集

し、派遣する。 

第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 避難所等へのその他の専門職員等の派遣（被災者支援部隊＜避難者支援班＞) 

 (削除) 
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298 第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

【主担当部隊】：保健医療部隊（健康危機管理支援班） 

        被災者支援部隊（避難者支援班、応急住宅班、ボランティア班） 

第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

【主担当部隊】：保健医療部隊（健康危機管理支援班） 

        被災者支援部隊（避難者支援班、応急住宅班） 

298 第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

第２項 主要対策項目 

対策（活動）項目：避難所への専門職員等の派遣 

主担当部隊（班）：保健医療部隊（健康危機管理支援班） 

         被災者支援部隊（避難者支援班、応急住宅班、ボランティア班） 

第４部 発災後の応急対策 

第４章 緊急避難対策 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災 15） 

第２項 主要対策項目 

対策（活動）項目：避難所への専門職員等の派遣 

主担当部隊（班）：保健医療部隊（健康危機管理支援班） 

         被災者支援部隊（避難者支援班、応急住宅班） 

303 第４部 発災後の応急対策 

第５章 特定自然災害対策 

第１節 局地的大雨・竜巻・雪害の対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 雪害 

(2) 適切な道路管理と交通対策（社会基盤対策部隊＜公共土木対策班＞、警察部隊） 

道路管理者、県警察その他の関係機関は、大雪による車両滞留を防止するため、情報の共有に努め、必要に応じ

て通行止めの区間やタイミング等について調整を図る。 

車両滞留が発生した場合には、基本法第 76 条の６の規定に基づき、直ちに放置車両対策を行うなど、緊急車両の通

行ルートを迅速に確保するための必要な措置を講ずる。 

第４部 発災後の応急対策 

第５章 特定自然災害対策 

第１節 局地的大雨・竜巻・雪害の対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 雪害 

(2) 適切な道路管理と交通対策（総括部隊、社会基盤対策部隊＜公共土木対策班＞、警察部隊） 

道路管理者、県警察その他の関係機関は、大雪による車両滞留を防止するため、情報の共有に努め、必要に応じて

通行止めの区間やタイミング等について調整を図る。 

車両滞留が発生した場合には、基本法第 76 条の６の規定に基づき、直ちに放置車両対策を行うなど、緊急車両の通行

ルートを迅速に確保するための必要な措置を講ずる。 

また、大規模な車両滞留が発生し、かつ滞留車両の開放に長時間を要する場合には、「三重県における雪害時の乗員

保護計画」に基づき、関係機関と連携し、滞留車両の乗員保護を実施する。 

312 【主担当部隊】：総括部隊（総括班、対策班） 

対策(活動)項

目 
主担当部隊(班) 

活動開始(準備)時期

等 
重要な収集情報(収集先) 

【主担当部隊】：総括部隊（対策班） 

対策(活動)項

目 
主担当部隊(班) 

活動開始(準備)時期

等 
重要な収集情報(収集先) 
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災害救助法の

適用 
総括部隊（総括班） 

多数の者が危険を受

けるおそれが生じた

時点又は被害状況判

明後 

・防災情報等（気象台） 

・住居の被害状況（市町） 

・法適用に関する市町の意向（市町） 

・基準への該当（内閣府） 

・４号適用に必要な情報 

災害救助法の

運用 
総括部隊（対策班） 

災害救助法適用決定

後 

・被害状況及び救助実施状況（関係

部隊、市町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第１章 災害対策本部活動体制の確保 

第１節 災害対策本部の継続・廃止（復旧 1） 

第３項 対策 

■県が実施する対策  

１ 災害救助法の適用（総括部隊＜総括班＞ 

(1) 適用可能性についての迅速な判断 

災害発生後又は災害発生のおそれがある場合、速やかに防災情報や被害状況等の収集、市町の意向確認、内閣府

に対し適用基準への該当の有無にかかる確認・協議等を行い、救助法の適用可能性について迅速な判断を行う。 

なお、適用時機を逃さないよう 4 号適用（(4)適用基準、イ適用基準④）による適用を積極的に検討する。 

そのために、災害救助法にかかる県・市町関係職員の対応力向上を図る。 

(2) 適用の決定 

知事は、市町長からの被害状況等の報告もしくは要請を受け、「参考 市町別適用基準」に示す救助法の適用基準

に基づき法を適用する必要があると認めたときは、当該市町長に対し、直ちに法に基づく救助を実施する旨及び行

うべき救助事務の内容と期間を示して通知する。 

 

災害救助法の

適用 
総括部隊（対策班） 

・住家被害状況判明

後 

・多数の者が生命又

は身体に危害を受け、

又は受けるおそれが

生じた場合 

・国に災害対策本部

が設置され、当該本部

の所管区域として三

重県が告示されたと

き 

・防災気象情報等（気象台） 

・住家の被害状況（市町） 

・法適用要請に関する市町の意向確

認（市町） 

（削除） 

・４号適用に必要な情報（SNS の情

報や住民からの聞き取りなど） 

災害救助法の

運用 
総括部隊（対策班） 

災害救助法適用決定

後 

・被害状況及び救助実施状況（関係

部隊、市町） 

 

 

 

 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第１章 災害対策本部活動体制の確保 

第１節 災害対策本部の継続・廃止（復旧 1） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害救助法の適用（総括部隊＜対策班＞ 

(1) 適用可能性についての迅速な判断 

災害発生後又は災害発生のおそれがある場合、速やかに防災情報や被害状況等を収集し、市町へ要請に関する意向

を確認するとともに、内閣府と協議等を行い、救助法の適用可能性について迅速な判断を行う。 

なお、適用時機を逃さないよう施行令第 1 条第 4 号による適用（4 号適用）を積極的に検討する。 

そのために、災害救助法にかかる県・市町関係職員の対応力向上を図る。 

(2) 適用の決定 

知事は、市町長からの要請を受けて適用基準（参考 市町別適用基準）に該当すると認めたときは、当該市町長に対

して直ちに適用を通知し、法 13 条第 1 項に基づく委任事務について救助の種類と期間を示して通知する。 
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(3) 適用の手続き（フロー図） 

 

(3) 適用の手順（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313 (4) 適用基準 

救助法の適用基準は、災害救助法施行令（本節において、以下「施行令」という。）第１条に定めるところによる

が、県における具体的適用基準はおおむね次のとおりとする。 

ア 適用の要件 

① 災害のため一定規模以上の被害が生じた場合で、被災者が現に応急救助を必要としてい 

ること。 

② 救助法による救助の要否は、市町単位で判定すること。 

③ 原則として同一の原因による災害であること。 

イ 適用基準 

① 当該市町の区域内の人口に応じそれぞれ「市町別適用基準」に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと（施行

令第１条第１項第１号）。 

(4) 適用基準 

救助法の適用基準は、災害救助法施行令（本節において、以下「施行令」という。）第１条に定めるところによる。 

 (削除) 

 

 

 

 

 

 

① 当該市町の区域内の人口に応じそれぞれ「市町別適用基準」に定める数以上の世帯の住 

家が滅失したこと（施行令第１条第１項第１号）。 

(3) 適用の手続き（フロー図） 

 

     災 害 発 生       被 災 住 民 

 

     被 害 調 査       救 助 実 施 

 

    市  町  災  害  対  策  本  部    

 

被害状況情報提供・法適用要請 

 

    県  地  方  災  害  対  策  部     

 

                     適 用 通 知 

                 

                   法 適 用 決 定    報 道 発 表 

 

      県  災  害  対  策  本  部      

 

 被 害 状 況 情 報 内 容 確 認   

                    承 諾 

 被害状況情報提供・法適用協議 

 

              国               
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② 県の区域内において、1,500 世帯以上の住家が滅失し、市町の区域内の人口に応じそれぞれ「市町別適用基準」

に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと（施行令第１条第１項第２号）。 

③ 県の区域内において 7,000 世帯以上の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生する等、被災者

の救護を著しく困難とする内閣府令に定める特別の事情がある場合であって、多数の住家が滅失したこと（施行令

第１条第１項第３号）。 

④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当

すること（施行令第１条第１項第４号）。 

※内閣府令で定める基準：内閣府令第２条第１項、第２項 

・災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。 

・被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出につい

て特殊の技術を必要とすること。 

⑤ 災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策基本法に規定する災害対策本部が設置され、当該本部

の所管区域として三重県が告示されたとき（法第２条第２項）。 

 

(5) 被災世帯の算定基準 

ア 住家の滅失等の認定 

「災害の認定基準について（平成 13 年 6 月 28 日府政防第 518 号内閣府政策統括官（防災 

担当）通知）」に基づく被害認定方法を用いる。 

イ 住家の滅失等の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定にあたり、全壊、全焼、流失等住家が滅失した世帯は、生活 

を一にする実際の生活単位をもって１世帯とするものであるが、住家が半壊又は半焼した世 

帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができな 

い状態となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。 

② 県の区域内において、1,500 世帯以上の住家が滅失し、市町の区域内の人口に応じそれぞれ「市町別適用基準」に

定める数以上の世帯の住家が滅失したこと（施行令第１条第１項第２号）。 

③ 県の区域内において 7,000 世帯以上の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生する等、被災者の

救護を著しく困難とする内閣府令に定める特別の事情がある場合であって、多数の住家が滅失したこと（施行令第１

条第１項第３号）。 

④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当す

ること（施行令第１条第１項第４号）。 

※内閣府令で定める基準：内閣府令第２条第１項、第２項 

・災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。 

・被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について

特殊の技術を必要とすること。 

⑤ 災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策基本法に規定する災害対策本部が設置され、当該本部の

所管区域として三重県が告示されたとき（法第２条第２項）。 

 

(5) 被災世帯の算定基準 

① 住家が滅失した世帯の数の算定にあたり、全壊、全焼、流失等住家が滅失した世帯は、生活を一にする実際の生

活単位をもって１世帯とする。 

② 住家が半壊又は半焼した世帯は２世帯をもって滅失した一の世帯とみなす。 

③ 住家が床上浸水した世帯は３世帯をもって滅失した一の世帯とみなす。 

※住家の滅失等の認定には、「災害の認定基準について（平成 13 年 6 月 28 日府政防第 518 号内閣府政策統括官

（防災担当）通知）」に基づく被害認定方法を用いる。 

314 ■県が実施する対策 

２ 災害救助法の運用（総括部隊＜対策班＞） 

（１）救助法による救助の種類 

（中略） 

(新設) 

⑥ 被災した住宅の応急修理 

⑦ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

⑧ 学用品の給与 

⑨ 埋葬 

⑩ 死体の捜索及び処理 

⑪ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

■県が実施する対策 

２ 災害救助法の運用（総括部隊＜対策班＞） 

（１）救助法による救助の種類 

（中略） 

⑥ 福祉サービスの提供 

⑦ 被災した住宅の応急修理 

⑧ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

⑨ 学用品の給与 

⑩ 埋葬 

⑪ 死体の捜索及び処理 

⑫ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 
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(2) 実施責任者 

災害救助法による救助は、国からの法定受託事務として知事が行い、市町長がこれを補助する。 

なお迅速な救助の実施するため、原則として医療・助産、応急仮設住宅の建設以外の救助については市町に事務

委任する。 

また、局地災害の場合については、医療・助産、応急仮設住宅の建設についても事務委任する場合がある。 

 

(2) 実施責任者 

災害救助法による救助は、国からの法定受託事務として知事が行い、市町長がこれを補助する。 

なお、迅速な救助実施のため、原則として災害救助法による救助の実施に関する事務の一部を市町に委任する。 

 

315 ■市町が実施する対策 

１ 災害救助法の適用手続 

(1) 被害状況等の報告・適用要請 

市町長は、災害が「参考 市町別適用基準」のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、迅速かつ、

正確に被害状況を把握して速やかに県に報告するとともに、被災者が現に救助を必要とする状態にある場合は、あ

わせて災害救助法の適用を要請する。 

また、市町長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができない時は、自ら必要な救助に

着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処置に関して知事に協議する。 

■市町が実施する対策 

１ 災害救助法の適用要請 

(1) 被害状況等の報告・適用要請 

市町長は、「（４）適用基準」のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、迅速かつ、正確に被害状況

を把握して速やかに県に報告するとともに、被災者が現に救助を必要とする状態にある場合は、あわせて災害救助法

の適用要請に向けて協議する。 

317 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第１節 避難所の運営 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 県内市町への広域避難の受入要請（総括部隊＜対策班＞） 

地方部を通じて市町から県内市町への避難者の受入要請を受けた場合、他市町への受入を要請する。 

また、災害の発生により市町の行政機能が著しく低下し、他市町への被災者の受入要請が必要と認められたと

きは、市町の要請を待たず他市町への受入を要請する。 

 

 

４ 県外市町村への広域避難の受入要請（総括部隊＜対策班＞） 

広域災害に伴い、地方部を通じて市町から県外の市町村への避難者の受入要請を受けた場合、又は災害の発生

により市町の行政機能が著しく低下し、県外市町村への避難者受入要請が必要と認められたときは、市町の要請

を待たず、他府県と被災者の受入について要請、協議する。 

 

 

（中略） 

 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第１節 避難所の運営 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 県内市町への広域避難の受入要請（総括部隊＜対策班＞） 

三重県市町災害時応援協定に基づき、地方部を通じて市町から県内市町への避難者の受入要請を受けた場合、他

市町への受入を要請する。 

また、災害の発生により市町の行政機能が著しく低下し、他市町への被災者の受入要請が必要と認められたとき

は、災害対策基本法第 86 条の 10 に基づき、市町の要請を待たず他市町への受入を要請する。 

 

４ 県外市町村への広域避難の受入要請（総括部隊＜対策班＞） 

広域災害に伴い、地方部を通じて市町から県外の市町村への避難者の受入要請を受けた場合、又は災害の発生に

より市町の行政機能が著しく低下し、県外市町村への避難者受入要請が必要と認められたときは、災害対策基本法

第 86 条の 9 に基づき、市町の要請を待たず、他府県と被災者の受入について要請、協議するとともに、内閣総理大

臣へ報告する。 

 

（中略） 
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■市町が実施する対策 

２ 隣接市町への避難受入要請 

災害の様相が深刻で、市町内に避難所を設置することができないとき、又は避難所が不足等するときには、県を

通じ、隣接市町に住民の受入を要請する。 

■市町が実施する対策 

２ 隣接市町への避難受入要請 

災害の様相が深刻で、市町内に避難所を設置することができないとき、又は避難所が不足等するときには、災害対

策基本法第 86 条の 8、及び三重県市町災害時応援協定に基づき、県を通じ、隣接市町に住民の受入を要請する。 

319 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第１節 避難所の運営 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

４ 避難所の運営 

⑪ 外国人向けに避難所において多言語標記または「やさしい日本語」の活用に努める。 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第１節 避難所の運営 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

４ 避難所の運営 

⑪ 外国人住民向けに避難所において多言語表記または「やさしい日本語」の活用に努める。 

321 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第２節 緊急輸送手段の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 輸送手段の確保（総括部隊＜対策班＞、救援物資部隊＜物資活動班＞） 

（2）海上輸送手段の協力要請 

ア 協定事業者への要請 

①協定締結団体 

【緊急輸送の確保にかかる協定及び締結相手方】 

協定名 締結相手方 

船舶による輸送等に関する協定 中部沿海海運組合 

東海内航海運組合 

全国内航タンカー海運組合東海支部 

旅客船による災害時の輸送等に関する協定 東海北陸旅客船協会 

船舶による輸送等災害応急対策に関する協定 三重県水難救済会 

三重県と三重大学との災害対策相互協力協定 

（三重大学練習船勢水丸による輸送等災害応

急対策に関する覚書） 

国立大学法人三重大学 

 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第２節 緊急輸送手段の確保 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 輸送手段の確保 

（2）海上輸送手段の協力要請 

ア 協定事業者への要請 

①協定締結団体 

【緊急輸送の確保にかかる協定及び締結相手方】 

協定名 締結相手方 

船舶による輸送等に関する協定 中部沿海海運組合 

東海内航海運組合 

全国内航タンカー海運組合東海支部 

旅客船による災害時の輸送等に関する協定 東海北陸旅客船協会 

船舶による輸送等災害応急対策に関する協定 三重県水難救済会 

船舶による海上輸送等災害応急対策に関する協定 公益社団法人中部小型船安全協会 

三重県と三重大学との災害対策相互協力協定 

（三重大学練習船勢水丸による輸送等災害応急対

策に関する覚書） 

国立大学法人三重大学 
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② 協定事業者への要請 

 ＜協定締結団体＞ 

【緊急輸送の確保にかかる協定及び締結相手方】 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構鳥羽商船高等

専門学校と三重県との包括的連携に関する協定 

（練習船「鳥羽丸」による人荷の運搬のほか給水

設備を活用した被災者支援の実施） 

独立行政法人国立高等専門学校機構鳥羽

商船高等専門学校 

 

② 協定事業者への要請 

 ＜協定締結団体＞ 

【緊急輸送の確保にかかる協定及び締結相手方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 第５部 被災者支援・復旧支援 

第２章 避難者支援等の活動 

第３節 救援物資等の供給（復旧 5） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 支援物資の受入（救援物資部隊＜物資支援班＞） 

国（海外含む）及び他都道府県、ＮＰＯ団体等から支援物資の提供の申し入れがあった場合は、物資供給計

画の検討をふまえ、受入体制を整えたうえで支援物資を受け入れる。支援物資は、基本的には広域物資輸送拠

点において受け入れる。なお、プッシュ型支援の受け入れ及びプル型支援要請は、「物資調達・輸送調整等支援

システム」により調達・輸送を行う。 

 

第５部 被災者支援・復旧支援 

第２章 避難者支援等の活動 

第３節 救援物資等の供給（復旧 5） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 支援物資の受入（救援物資部隊＜物資支援班＞） 

国（海外含む）及び他都道府県、ＮＰＯ団体等から支援物資の提供の申し入れがあった場合は、物資供給計画

の検討をふまえ、受入体制を整えたうえで支援物資を受け入れる。支援物資は、基本的には広域物資輸送拠点に

おいて受け入れる。なお、プッシュ型支援の受け入れ及びプル型支援要請は、「新物資システム（B-PLo）」によ

り調達・輸送を行う。 

 



三重県地域防災計画（風水害編）R７年度新旧対照表 
ﾍﾟｰｼﾞ 旧 新 

  

325 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 被災者支援等の活動 

第３節 救援物資等の供給 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

５ 燃料の確保（総括部隊＜対策班＞） 

災害応急対策活動を実施する各部隊及び関係機関は、災害時における燃料の確保に努める。 

なお、燃料不足となり、通常の燃料供給体制による燃料確保が困難となった場合は、総括部隊（対策班）を通

じて燃料の供給について要請を行う。 

(1) 燃料の供給 

災害応急対策活動に必要となる車両や自家発電設備、及び災害拠点病院等重要拠点における燃料が不足する場

合には、三重県石油商業組合、（一社）三重県ＬＰガス協会等に対し燃料供給の要請を行う。 

 

(2) 燃料の確保 

県は、三重県石油商業組合、（一社）三重県ＬＰガス協会等からの情報に基づき、燃料供給が困難となることが

予想される場合、国に対して燃料の確保と県内への供給を要請する。 

(3) 燃料の優先供給 

災害対策本部設置の庁舎や災害拠点病院等の重要施設の業務継続のために、必要な燃料を確保し、優先的に供

給する。 

 

(4) 県民への広報 

県は、給油所における車列の発生などの混乱を防ぐため、県民に対し、燃料の供給状況や今後の見込み等につい

て定期的に情報を提供するよう努める。 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 被災者支援等の活動 

第３節 救援物資等の供給 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

５ 燃料の確保（総括部隊＜対策班＞） 

災害応急対策活動を実施する各部隊及び関係機関は、災害時における燃料の確保に努める。 

なお、燃料不足または不足する見込みとなり、通常の燃料供給体制による燃料確保が困難となった場合は、三重

県広域受援計画に基づき、総括部隊（対策班）を通じて燃料の供給について要請を行う。 

(1) 燃料の供給 

災害応急対策活動に必要となる車両や自家発電設備、及び災害拠点病院等重要拠点における燃料が不足する場合

または不足が見込まれる場合には、三重県石油商業組合、（一社）三重県ＬＰガス協会等に対し燃料供給の要請を行

う。 

(2) 燃料の確保 

県は、三重県石油商業組合、（一社）三重県ＬＰガス協会等からの情報に基づき、県内における燃料供給が困難と

なることが予想される場合、国に対して燃料の確保と県内への供給を要請する。 

(3) 燃料の優先供給 

災害対策本部設置の庁舎や災害拠点病院等の重要施設の業務継続のために、必要な燃料を確保し、優先的に供給

する。ただし、必要な燃料を全て確保できない場合を想定し、各施設において燃料以外の代替手段を検討し確保す

る。 

(4) 県民への広報 

県は、「住民拠点サービステーション」（住民拠点 SS：自家発電設備を備え、災害などが原因の停電時にも継続して

地域の住民の方々に給油できるガソリンスタンド）の営業状況等を中部経済産業局と連携し把握し県民へ周知する。

また、給油所における車列の発生などの混乱を防ぐため、県民に対し、燃料の供給状況や今後の見込み等について定

期的に情報を提供するよう努める。 

338 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第５節 ボランティア活動の支援（復旧 7） 

第３項 対策 

■その他の防災関係機関が実施する対策 

１ ボランティアの受入体制の整備及び支援（日本赤十字社三重県支部、三重県社会福祉協議会、災害支援団体等） 

(3) 災害支援団体等（特定非営利活動法人みえ防災市民会議、特定非営利活動法人みえＮＰＯ ネットワークセンタ

ー、三重県ボランティア連絡協議会等） 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第５節 ボランティア活動の支援（復旧 7） 

第３項 対策 

■その他の防災関係機関が実施する対策 

１ ボランティアの受入体制の整備及び支援（日本赤十字社三重県支部、三重県社会福祉協議会、災害支援団体等） 

(3) 災害支援団体等（特定非営利活動法人みえ防災市民会議、特定非営利活動法人みえＮＰＯ ネットワークセンタ

ー、三重県ボランティア連絡協議会、公益社団法人日本青年会議所東海地区三重ブロック協議会等） 
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339 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

 

第２項 主要対策項目 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

 

第２項 主要対策項目 

 

 

340 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 防疫活動の支援（保健医療部隊＜保健衛生班＞） 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 防疫活動の支援（保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞） 
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340 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 食品衛生監視（保健医療部隊＜保健衛生班＞） 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 食品衛生監視（保健医療部隊＜健康危機管理支援班＞） 

341 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 健康管理（保健活動）の実施・調整（保健医療部隊＜保健衛生班＞） 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

４ 健康管理（保健活動）の実施・調整（保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞） 

342 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

第３項 対策 

１ 防疫活動の実施（保健医療部隊＜保健衛生班＞） 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

第３項 対策 

１ 防疫活動の実施（保健医療部隊＜医療活動支援・衛生班＞） 

346 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第８節 遺体の取扱い（復旧 10） 

【主担当部隊】：総括部隊（対策班） 

       保健医療部隊（情報収集・分析班、医療活動支援班、保健衛生班） 

警察部隊 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動  

第８節 遺体の取扱い（復旧 10） 

【主担当部隊】：総括部隊（対策班） 

       保健医療部隊（総括班、医療活動支援・衛生班） 

警察部隊 

346 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第８節 遺体の取扱い（復旧 10） 

第２項 主要対策項目 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第８節 遺体の取扱い（復旧 10） 

第２項 主要対策項目 
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347 第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第８節 遺体の取扱い（復旧 10） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 遺体の検視・検案・身元確認、引渡し(保健医療部隊<総括班、医療活動支援・衛生班>、警察部隊) 

  遺体の検視については、指定された検視場所において警察部隊が行う。 

  遺体の検案については、警察部隊が被災市町及び警察等と連携をとりながら、(公社)三重県医師会、三重大学大

学院医学系研究科法医法科学分野等に要請し、歯科所見からの身元確認作業については、(公社)三重県歯科医師会

等に要請する。 この場合、円滑な検視・検案・身元確認が行えるよう、必要に応じて関係機関との連携を図る。 

  検案応援の医師等については、災害医療コーディネーターの助言を受け、各市町等に対する派遣の調整を行う。 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第２章 避難者支援等の活動 

第８節 遺体の取扱い（復旧 10） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

２ 遺体の検視・検案・身元確認、引渡し(保健医療部隊<総括班、医療活動支援・衛生班>、警察部隊) 

  遺体の検視については、指定された検視場所において警察部隊が行う。 

  遺体の検案については、警察部隊が被災市町及び警察等と連携をとりながら、(公社)三重県医師会、三重大学大学

院医学系研究科法医法科学分野（警察庁、日本法医学会経由）等に要請し、歯科所見からの身元確認作業については、

(公社)三重県歯科医師会等に要請する。 この場合、円滑な検視・検案・身元確認が行えるよう、必要に応じて関係機

関との連携を図る。 

  検案応援の医師等については、災害医療コーディネーターの助言を受け、各市町等に対する派遣の調整を行う。 
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349      遺体検視・検案等に係る連携、情報連絡体制図 

 

         遺体検視・検案等に係る連携、情報連絡体制図 

 

361 第５部 被災者支援・復旧対策 

第３章 社会基盤施設等の復旧・保全 

第３節 ライフライン施設の応急復旧・保全（復旧 13） 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

２ 施設の応急対策活動 

(２) 水道施設の復旧 

 水道施設の復旧作業において、浄水場などの基幹施設、主要な幹線管路及び医療施設等緊急を要する施設に接続

する配水管など、重要施設から優先的に実施する。 

管路の破損に伴う漏水などによる二次災害の発生や被害拡大を防止するため、仕切弁の閉栓や配水ポンプ停止な

どの応急措置を実施する。 

また、被災の状況により、必要に応じ、仮設管を布設する等により早期復旧に努める。 

第５部 被災者支援・復旧対策 

第３章 社会基盤施設等の復旧・保全 

第３節 ライフライン施設の応急復旧・保全（復旧 13） 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

２ 施設の応急対策活動 

(２) 水道施設の復旧 

 水道施設の復旧作業において、浄水場などの基幹施設、主要な幹線管路及び医療施設等緊急を要する施設に接続す

る配水管など、重要施設から優先的に実施するとともに、上下水道一体の復旧に留意する。 

管路の破損に伴う漏水などによる二次災害の発生や被害拡大を防止するため、仕切弁の閉栓や配水ポンプ停止など

の応急措置を実施する。 

また、被災の状況により、必要に応じ、仮設管を布設する等により早期復旧に努める。 
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367 第５部 発災後の応急・復旧対策 

第４章 復旧に向けた対策 

第１節 廃棄物対策活動（復旧 15） 

【主担当部隊】：社会基盤対策部隊（施設整備隊、廃棄物対策隊） 

 

第５部 発災後の応急・復旧対策 

第４章 復旧に向けた対策 

第１節 廃棄物対策活動（復旧 15） 

【主担当部隊】：社会基盤対策部隊（施設整備隊、廃棄物対策隊） 

         被災者支援部隊（避難者支援班） 

367 第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 障害物の除去（社会基盤対策部隊＜公共土木対策班・廃棄物対策隊＞） 

２ し尿処理（社会基盤対策部隊＜廃棄物対策隊＞） 

３ 生活ごみ等処理（社会基盤対策部隊＜廃棄物対策隊＞） 

４ 災害廃棄物処理（社会基盤対策部隊＜廃棄物対策隊＞） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 障害物の除去（社会基盤対策部隊＜公共土木対策班・廃棄物対策隊＞） 

２ 石綿飛散防止（被災者支援部隊＜避難者支援班＞） 

災害時には、石綿使用建築物等の倒壊や解体工事によって、石綿飛散による健康被害のリスクが高まることから、

県は建築物等の所有者及び解体工事業者に対し、「三重県災害時における石綿飛散防止対策マニュアル」に基づき適切

に石綿飛散防止対策等を実施するよう指導する。 

３ し尿処理（社会基盤対策部隊＜廃棄物対策隊＞） 

４ 生活ごみ等処理（社会基盤対策部隊＜廃棄物対策隊＞） 

５ 災害廃棄物処理（社会基盤対策部隊＜廃棄物対策隊＞） 

371 第 5 部 発災後の応急・復旧対策 

第４章 復旧に向けた対策 

第２節 住宅の保全・確保（復旧 16） 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

住宅関連情報の受

発信 

被災者支援部

隊 

(応急住宅班) 

【発災後 24時間以内】 

市町庁舎や避難所等において

住宅相談窓口等が設置され、

情報収集が可能になり次第 

・住宅や宅地の被災状況 

・応急仮設住宅等のニーズ 

 (市町、住宅相談窓口) 

被災宅地危険度判

定の実施 

被災者支援部

隊 

(応急住宅班) 

【発災 24時間以内】 

市町から支援要請があり、被

災宅地危険度判定実施本部を

設置次第、速やかに 

・危険度判定対象宅地に関

する情報(市町) 

応急仮設住宅等の

確保 

被災者支援部

隊 

(応急住宅班) 

【発災後３日以内】 

市町からの要請があり次第速や

かに 

・市町からの支援要請情報 

・建設資材の確保状況 

(市町、プレハブ建築協会、

全国木造建設事業協会、県

第 5 部 発災後の応急・復旧対策 

第４章 復旧に向けた対策 

第２節 住宅の保全・確保（復旧 16） 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部隊(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

住宅関連情報の受

発信 

被災者支援部

隊 

(応急住宅班) 

【発災後 24時間以内】 

市町庁舎や避難所等において

住宅相談窓口等が設置され、

情報収集が可能になり次第 

・住宅や宅地の被災状況 

・応急仮設住宅等のニーズ 

 (市町、住宅相談窓口) 

被災宅地危険度判

定の実施 

被災者支援部

隊 

(応急住宅班) 

【発災 24時間以内】 

市町から支援要請があり、被

災宅地危険度判定実施本部を

設置次第、速やかに 

・危険度判定対象宅地に関

する情報(市町) 

応急仮設住宅等の

確保 

被災者支援部

隊 

(応急住宅班) 

【発災後３日以内】 

市町からの要請があり次第速や

かに 

・市町からの支援要請情報 

・建設資材の確保状況 

(市町、プレハブ建築協会、

全国木造建設事業協会、県
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※「活動

開始（準

備）時期

等」の時

間は、対

策 （ 活

動）を開始する時期の目安である。 

建設業協会、県木材協同組

合連合会、県電業協会、県

管工事業協会、日本木造住

宅産業協会、日本ムービング

ハウス協会) 

※「活動開

始（準備）

時期等」の

時間は、対

策（活動）

を開始す

る時期の

目安である。 

建設業協会、県木材協同組

合連合会、県電業協会、県

管工事業協会、日本木造住

宅産業協会、日本ムービング

ハウス協会、日本ログハウス

協会) 

372 第５部 発災後の応急・復旧対策 

第４章 復旧に向けた対策 

第２節 住宅の保全・確保（復旧 16） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 応急仮設住宅等の確保 

（３）応急仮設住宅の建設（被災者支援部隊＜応急住宅班＞） 

自らの資力では住宅を確保することができない避難者等に対しては、プレハブ建築協会、全国木造建設事業協会、

県建設業協会、県木材協同組合連合会、県電業協会、県管工事業協会、日本木造住宅産業協会、日本ムービングハ

ウス協会と連携し、応急仮設住宅による一時的な居住の安定を図る。市町に事務委任した場合においては、市町が

行う応急仮設住宅の建設を支援する。 

応急仮設住宅の建設場所については、市町において決定するもののとし、市町は、中期的な災害対応を見通す中

で、あらかじめ、応急仮設住宅の建設予定地を調査し、浸水等の災害リスクの可能性のある建設場所にも注意しな

がら、適地の把握に努める。 

応急仮設住宅への入居者は、被災地域の住民の意向にも配慮しながら、市町において決定する。 

なお、要配慮者等の特別な配慮を要する避難者を優先させることとし、建設にあたってはユニバーサルデザイン

に配慮する。 

また、ペット対策として、市町は、飼い主責任を基本とした同行避難を想定し、ペット飼育者と非飼育者で居住

区域を区分するなどの環境整備や、ペットと同居する場合のルール等についてあらかじめ検討するなど、応急仮設

住宅における犬や猫などのペット同行の避難者の受入に配慮する。 

 

第５部 発災後の応急・復旧対策 

第４章 復旧に向けた対策 

第２節 住宅の保全・確保（復旧 16） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

３ 応急仮設住宅等の確保 

（３）応急仮設住宅の建設（被災者支援部隊＜応急住宅班＞） 

自らの資力では住宅を確保することができない避難者等に対しては、プレハブ建築協会、全国木造建設事業協会、

県建設業協会、県木材協同組合連合会、県電業協会、県管工事業協会、日本木造住宅産業協会、日本ムービングハウ

ス協会、日本ログハウス協会と連携し、応急仮設住宅による一時的な居住の安定を図る。市町に事務委任した場合に

おいては、市町が行う応急仮設住宅の建設を支援する。 

応急仮設住宅の建設場所については、市町において決定するもののとし、市町は、中期的な災害対応を見通す中で、

あらかじめ、応急仮設住宅の建設予定地を調査し、浸水等の災害リスクの可能性のある建設場所にも注意しながら、

適地の把握に努める。 

応急仮設住宅への入居者は、被災地域の住民の意向にも配慮しながら、市町において決定する。 

なお、要配慮者等の特別な配慮を要する避難者を優先させることとし、建設にあたってはユニバーサルデザインに

配慮する。 

また、ペット対策として、市町は、飼い主責任を基本とした同行避難を想定し、ペット飼育者と非飼育者で居住区

域を区分するなどの環境整備や、ペットと同居する場合のルール等についてあらかじめ検討するなど、応急仮設住宅

における犬や猫などのペット同行の避難者の受入に配慮する。 
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389 第５部 発災後の応急・復旧対策 

第５章 復旧に向けた対策 

第２節 被災者の生活再建に向けた支援 

第２項 対策 

■県が実施する対策 

１ 被災者情報の収集と対応 

（２）住家被害認定調査の実施 

・・・デジタル技術を活用した住家額認定調査の実施について検討する。 

第５部 発災後の応急・復旧対策 

第５章 復旧に向けた対策 

第２節 被災者の生活再建に向けた支援 

第２項 対策 

■県が実施する対策 

１ 被災者情報の収集と対応 

（２）住家被害認定調査の実施 

・・・デジタル技術を活用した住家被害認定調査の実施について検討する。 

394 ■その他防災関係機関が実施する対策 

（新設） 

■その他防災関係機関が実施する対策 

４ 特別行政相談活動（中部管区行政評価局（三重行政監視行政相談センター）） 

中部管区行政評価局（三重行政監視行政相談センター）は、被災者等の困りごとを解決に結び付けるため、県、

市町等と連携・協力して、特別行政相談活動（被災者への生活支援情報の提供、専用電話を備えた相談窓口の開設、

特別行政相談所の開設等）を現地の情勢を踏まえながら実施する。 

414 第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第２節 航空機・列車事故等突発的災害への対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 平素からの防災体制の整備（防災対策部） 

航空機の墜落炎上や列車の追突及び脱線事故等、突発的事故災害が発生した場合に備え、被害拡大の抑止に向け

た活動体制を整備するとともに、平素から防災機関との協力体制の確立に努める。  

また、過去の事故事例の収集と分析を行い、発生時に迅速的確に対応できる体制づくりを行う。 

 

２ 事故等災害時の対応 

(1) 警察による初動措置（警察本部）  

事故等災害が発生した場合は、次の初動措置を行う。  

ア 情報収集  

イ 救出救護  

ウ 事態の収拾  

エ 交通対策  

オ 初動捜査  

カ その他の必要な初動措置 

第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第２節 航空機・列車事故等突発的災害への対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 平素からの防災体制の整備（防災対策部） 

航空機の墜落炎上や列車の追突及び脱線事故等、突発的事故災害が発生した場合に備え、被害拡大の抑止に向けた

活動体制を整備するとともに、平素から防災機関との協力体制の確立に努める。  

また、過去の事故事例の収集と分析を行い、発生時に迅速的確に対応できる体制の構築を図る。 

 

２ 事故等災害時の対応 

(1) 警察による初動措置（警察本部）  

事故等災害が発生した場合は、次の初動措置を行う。  

① 情報収集  

② 救出救護  

③ 事態の収拾  

④ 交通対策  

⑤ 初動捜査  

⑥ その他の必要な初動措置 
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（中略） 

 

(3) 応急対策活動 

① 災害情報の収集及び伝達（防災対策部、警察本部）  

県は、迅速的確な応急対策を実施するため、関係事業者や国土交通省大阪航空局、中部運輸局、第四管区海上保

安本部、市町（消防本部）などから、災害状況の早期把握に努めることとし、必要に応じてヘリコプター（県防災

ヘリ、県警ヘリ）、無人航空機による情報収集を行う。  

なお、収集した情報は国（消防庁）へ報告を行う。 

 

（中略） 

 

(3) 応急対策活動 

① 災害情報の収集及び伝達（防災対策部、警察本部）  

県は、迅速的確な応急対策を実施するため、関係事業者や国土交通省大阪航空局、中部運輸局、第四管区海上保安

本部、市町（消防本部）などから、災害状況の早期把握に努めることとし、必要に応じてヘリコプター（県防災ヘリ、

県警ヘリ）、無人航空機による情報収集を行う。  

なお、収集した情報は国（消防庁）へ報告する。 

417 第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第１項 活動方針 

○ 船舶の火災、衝突、沈没などの海難事故により多数の遭難者が発生した場合における遭難者の救出・救助活動

並びに油(危険物を除く)及び有害液体物質の流出事故が発生した場合における周辺地域の人命、財産等を災害か

ら保護する。 

第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第１項 活動方針 

○ 船舶の火災、衝突、沈没等の海難事故により多数の遭難者が発生した場合における遭難者の救出・救助活動並び

に油及び有害液体物質(以下「油等」という。)の流出事故が発生した場合における周辺地域の人命、財産等を災害

から保護する。 

420 第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 情報の伝達 

（1）関係機関への連絡 

 

第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 情報の伝達 

（1）関係機関への連絡 
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自衛隊 
自衛隊 

防災関係機関 
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422 第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第３項 対策 

■計画関係者共通事項等 

２ 応急対策活動 

防災関係機関は、相互間の連絡を密にし、次により応急対策を実施する。 

①総合的応急対策の実施並びに災害救助活動の総合調整並びに統制 

②災害情報の収集 

③関係機関に対する協力要請 

④油吸着材、油処理剤及び油回収船による油処理 

⑤オイルフェンス展張による拡散防止 

⑥消火 

第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第３項 対策 

■計画関係者共通事項等 

２ 応急対策活動 

防災関係機関は、相互間の連絡を密にし、次により応急対策を実施する。 

①総合的応急対策の実施並びに災害救助活動の総合調整並びに統制 

②災害情報の収集 

③関係機関に対する協力要請 

④油吸着材、油処理剤及び油回収船による油処理 

⑤オイルフェンス展張による拡散防止 

⑥消火 

地元警察署
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⑦防除資機材の輸送 

また、油等流出事故においては、必要に応じて「伊勢湾排出油等防除協議会」、「四日市港湾災害対策協議会」、「鳥

羽地区排出油等防除協議会」、「尾鷲湾排出油等防除協議会」等の組織の効果的な運営を図る。 

 

３ 事故等発生時の対応 

(2)救助救出並びに防除活動の分担 

海難船舶等は、第四管区海上保安本部への通報を行ったうえで、救助救出活動を実施するとともに、流出油等の

拡大防止及び回収作業を実施する。また、必要に応じ、第四管区海上保安本部長を通じて自衛隊に対して災害派遣

要請を行う。 

 

 

 

4 流出油等防除応急対策活動 

船舶又は海洋施設及び陸上施設等から、石油等及び有害液体物質が流出又は流出のおそれのある場合(以下「流出

油等」という。)の防除活動について、次により実施する。 

（1）実施機関 

流出油防除等の活動にあたっては、県及び市町、第四管区海上保安本部、指定海上防災機関、港湾管理者等は、

それぞれ必要に応じ、必要な協力を行う。 

 なお、必要に応じ「伊勢湾排出油等防除協議会」、「四日市港湾災害対策協議会」、「鳥羽地区排出油等防除協議会」、

「尾鷲湾排出油等防除協議会」等の組織の効果的な運営を図る。 

 また、県及び第四管区海上保安本部は、各防災関係機関の応急対策を円滑に進めるため、必要に応じ応急対策全般

に係わる連絡調整を行う連絡調整本部を海上保安庁、県、沿岸市町、警察、 消防、自衛隊、その他関係機関で協議

のうえ設置する。  

なお、この連絡調整会議は、国に警戒本部が設置された場合は、原則として第四管区海上保安本部に設けられる連

絡本部に包括される。 

 連絡調整本部の設置場所は、海上保安部もしくは災害現場又は災害現場付近の公共施設等と し、各防災関係機関

は連絡調整本部に職員を派遣し、迅速かつ的確な応急対策を実施する。 

（2）防除活動の分担 

① 海上における防除活動の分担 

流出油等があった船舶等は、第四管区海上保安本部への通報を行うとともに、流出油等の拡大防止及び回収作業

を実施する。また、必要があると認められるときは、指定海上防災機関に、防除措置を依頼する。  

第四管区海上保安本部は、流出油等の拡大防止措置を講ずるとともに、船舶所有者等に、防除措置の指示、命令を

行い、さらに、海上での火気使用禁止、危険海域の設定及び海上安全等に必要な指示、措置を行う。 なお、緊急に

防除措置を講ずる必要がある場合において、防除措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認められるとき、

⑦防除資機材の輸送 

（削除） 

 

 

３ 事故等発生時の対応 

(2) 救出救助並びに防除活動の分担 

海難船舶等は、第四管区海上保安本部への通報を行ったうえで、乗客及び乗員の救出救助活動を実施するととも

に、流出油等の拡大防止及び回収作業を実施する。県等は、第四管区海上保安本部から乗客及び乗員の救出救助活動

又は船舶等から流出した油等(以下「流出油等」という。)の防除活動に関する協力要請があった場合、所属する船艇・

航空機等の勢力の投入に関し、調整又は検討を行う。また、必要に応じ、第四管区海上保安本部長を通じて自衛隊に

対する災害派遣要請を行う。 

 

4 流出油等防除応急対策活動 

船舶、海洋施設又は陸上施設等から、油等が流出又は流出のおそれのある場合(以下「流出油等」という。)の防除活

動について、次により実施する。 

（1）実施機関 

流出油等の防除活動にあたっては、県及び市町、第四管区海上保安本部、指定海上防災機関、港湾管理者等は、それ

ぞれ必要に応じ、必要な協力を行う。 

 なお、必要に応じ「伊勢湾排出油等防除協議会」、「四日市港湾災害対策協議会」、「鳥羽地区排出油等防除協議会」、

「尾鷲湾排出油等防除協議会」等の組織の効果的な運営を図る。 

 また、県及び第四管区海上保安本部は、各防災関係機関の応急対策を円滑に進めるため、必要に応じ応急対策全般

に係わる連絡調整を行う連絡調整会議を海上保安部、県、沿岸市町、警察、 消防、自衛隊、その他関係機関で協議の

うえ設置する。  

なお、この連絡調整会議は、国に警戒本部が設置された場合は、原則として第四管区海上保安本部に設けられる連絡

調整本部に包括される。 

 連絡調整会議の設置場所は、海上保安部若しくは災害現場又は災害現場付近の公共施設等と し、各防災関係機関

は連絡調整会議に職員を派遣し、迅速かつ的確な応急対策を実施する。 

（2）防除活動の分担 

① 海上における防除活動の分担 

流出油等を生じさせた船舶等は、第四管区海上保安本部への通報を行うとともに、流出油等の拡大防止及び回収作

業を実施する。また、必要があると認めたときは指定海上防災機関に防除措置を依頼する。  

第四管区海上保安本部は、流出油等の拡大防止措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対する防除措置の指示、命令

を行い、更に海上における火気の使用禁止及び危険海域の設定等、海上交通の安全等に関する必要な指示、措置を行

う。 なお、緊急に防除措置を講ずる必要がある場合において、防除措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認
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又はその措置を講ずることを命令するいとまがないと認められるときは、必要と認める防除措置を講ずるべきこと

を、指定海上防災機関に対し指示することができる。また、必要に応じ、自衛隊に対して災害派遣要請を行う。 

② 陸上における防除活動の分担 

消防機関は、防除活動を指示するとともに、必要に応じ流出油等の状況を第四管区海上保安本部に連絡する。  

また、第四管区海上保安本部は、消防機関との連携を密にし、必要に応じ海上警戒を行う。 

められるとき又はその措置を講ずべきことを命令するいとまがないと認められるときは、必要と認める防除措置を講

ずべきことを指定海上防災機関に対し指示することができる。また必要に応じ、自衛隊に対して災害派遣要請を行う。 

② 陸上における防除活動の分担 

消防機関は、施設から流出油等を生じさせた者に対して防除活動を指示するとともに、必要に応じ流出油等の状況

を第四管区海上保安本部に連絡する。  

また、第四管区海上保安本部は、消防機関との連携を密にし、必要に応じて海上警戒を行う。 

423 第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 平時の対策  

(1) 防災体制の整備（防災対策部）  

船舶の火災、衝突、沈没等船舶海難その他原因（大型客船による原因不明の傷病者発生事案）により多数の死者、

行方不明者等の発生、船舶又は陸上施設からの油、有害物資の流出が発生した場合に備え、乗船者の救出救助並び

に沿岸地域の住民等に対する被害の拡大抑止に向けた活動体制を整備するとともに、平素から防災機関との協力体

制の確立に努める。 

また、過去の事故事例の収集と分析を行い、発生時に迅速的確に対応できる体制づくりを行う。 

①発災時に安否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市町と連携の上、あらかじめ一連の手続き等について整

理し明確にしておくよう努めるものとする。  

②救助関係機関等の保有する救助用資機材の保有状況を把握するとともに、平時からの情報交換を行い、適切な

救助・救急用資機材の活用を図るものとする。  

③第四管区海上保安本部や消防等救助関係機関と医療機関、事業者等と医療機関及び医療関係機関相互の連絡体

制等救助機関と医療機関の連絡・連携体制の整備を図る。  

④中部運輸局（海運事務所）、大型客船、遊覧船、遊漁船等を運航する事業者との情報交換を行い、多数の乗客等

を乗船している船舶の把握に努める。 

 

（中略） 

 

２ 多数の遭難者を伴う船舶事故等発生時の県の措置 

（3）海難事故等対策本部との連携（防災対策部） 

第四管区海上保安本部に海難事故対策本部等が設置されたとの連絡があった場合、各防災関係機関の応急対策を

円滑に進めるため、同本部に連絡員を派遣し、密接な連携のもとに防除活動の実施を図る。 

第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 平時の対策  

(1) 防災体制の整備（防災対策部）  

船舶の火災、衝突、沈没等船舶海難その他原因による多数の死者、行方不明者等の発生、船舶又は陸上施設からの流

出油等の発生に備え、乗船者の救出救助並びに沿岸地域の住民等に対する被害の拡大抑止に向けた活動体制を整備す

るとともに、平素から防災機関との協力体制の確立に努める。 

また、過去の事故事例の収集と分析を行い、発生時において迅速的確な対応ができる体制の構築を図る。 

 

①発災時に沿岸地域の住民等に関する安否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市町と連携の上、あらかじめ一

連の手続き等について整理し明確にしておくよう努めるものとする。  

②救助関係機関等の保有する救助用資機材の保有状況を把握するとともに、平時からの情報交換を行い、適切な

救助・救急用資機材の活用を図るものとする。  

③第四管区海上保安本部、消防等救助関係機関及び医療機関並びに事業者等及び医療機関、更には医療関係機関

相互の連絡・連携体制の整備を図る。  

④ 部運輸局（支局、海事事務所）、大型客船、遊覧船、遊漁船等を運航する事業者との情報交換を行い、多数の乗

客等を乗船させることができる船舶の把握に努める。 

 

（中略） 

 

２ 多数の遭難者を伴う船舶事故等発生時の県の措置 

（3）海難事故等対策本部との連携（防災対策部） 

第四管区海上保安本部に海難事故等対策本部が設置された場合、各救助関係機関による円滑な捜索救助活動に資

するため、同本部に連絡員を派遣する。 
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（中略） 

 

３ 油等流出事故等発生時の県の措置  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

(1) 連絡調整本部との連携（防災対策部）  

各防災関係機関の応急対策を円滑に進めるため、第四管区海上保安本部もしくは災害現場又は災害現場付近の公

共施設等に調整本部等が設置された場合は、同本部に連絡員を派遣し、密接な連携のもとに防除活動の実施を図る。 

(2) 必要資機材確保等の応援要請への対応（防災対策部、農林水産部、県土整備部）  

第四管区海上保安本部又は市町から、化学消火薬剤等必要資機材の確保等について支援の要請があった場合は、

その確保に努める。  

また、第四管区海上保安本部、市町及び漁業協同組合等から、オイルフェンス、油処理剤等排出油等防除資材の

要請があった場合は、県保有の資機材の提供や、関係機関、民間企業の備蓄資機材の調達についてあっせんするよ

う努める。 

(3) 漂着油等の防除活動への協力（農林水産部、県土整備部）  

発災事業所・船舶等及び沿岸市町等の行う漂着油等の防除活動に協力、指導を行うとともに、必要に応じ港湾・

漁港管理者として防除活動を実施する。  

(4) ボランティアの受け入れ（防災対策部、環境生活部）  

通常の行政のシステムや処理能力では十分な対応が実施できないと認められる場合は、流出油等を防除するため

のボランティアを受け入れ、防除作業を実施する。 

 

（中略） 

 

３ 油等流出事故等発生時の県の措置 

(1) 情報の収集及び関係機関への連絡(防災対策部) 

迅速・的確な応急対策を講じるため「計画関係者共通事項等 1 情報伝達」に定める情報伝達経路により情報の収集

及び伝達を行うほか、必要に応じてヘリコプター等による情報収集を行う。 

(2) 活動体制の確立(防災対策部) 

船舶の衝突、沈没等の事故により大量の油等が流出した旨の通報を受けた場合は、速やかに情報収集を行うほか、第

四管区海上保安本部に海難事故等対策本部が設置された場合又は知事が必要と認めた場合には県対策本部を設置する

とともに、適切な配備体制を敷く。 

(3) 連絡調整会議との連携（防災対策部）  

各防災関係機関の応急対策を円滑に進めるため、海上保安部若しくは災害現場又は災害現場付近の公共施設等に連

絡調整会議等が設置された場合は、同会議等に連絡員を派遣し、密接な連携のもとに防除活動の実施を図る。 

(4) 必要資機材確保等の応援要請への対応（防災対策部、農林水産部、県土整備部）  

第四管区海上保安本部又は市町から、化学消火薬剤等必要資機材の確保等について支援の要請があった場合は、そ

の確保に努める。  

また、第四管区海上保安本部、市町及び漁業協同組合等から、オイルフェンス、油処理剤等の流出油等防除資材の借

用に関する要請があった場合は、県保有の資機材の提供や、関係機関、民間企業の備蓄資機材の調達についてあっせ

んするよう努める。 

(5) 漂着油等の防除活動への協力（農林水産部、県土整備部）  

発災事業所・船舶等及び沿岸市町等の行う漂着油等の防除活動に協力、指導を行うとともに、必要に応じ港湾・漁港

管理者として防除活動を実施する。  

(6) ボランティアの受け入れ（防災対策部、環境生活部）  

通常の行政のシステムや処理能力では十分な対応が実施できないと認められる場合は、流出油等を防除するための

ボランティアを受け入れ、防除作業を実施する。 

426 第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

３ 油等流出事故等発生時の市町の措置  

(1) 連絡調整本部との連携  

各防災関係機関の応急対策を円滑に進めるため、第四管区海上保安本部もしくは災害現場又は災害現場付近の

第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第３節 海上災害への対策 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

３ 油等流出事故等発生時の市町の措置 

(1) 連絡調整会議との連携  

各防災関係機関の応急対策を円滑に進めるため、海上保安部若しくは災害現場又は災害現場付近の公共施設等に
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公共施設等に調整本部等が設置された場合は、同本部に連絡員を派遣し、若しくは都道府県を通じ、密接な連携を

図る。 

連絡調整会議等が設置された場合は、同会議等に連絡員を派遣し、密接な連携のもとに防除活動の実施を図る。 

430 第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第４節 原子力災害対策（事故４） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害情報の収集・伝達・広報（防災対策部） 

なお、県は災害の状況に応じて災害応急対策を円滑に実施するために必要があると認める場合には、県災害対策

本部を設置し、必要な措置を実施する。 

第６部 事故等による災害対策 

第１章 重大事故等対策 

第４節 原子力災害対策（事故４） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害情報の収集・伝達・広報（防災対策部） 

なお、県は災害の状況に応じて災害応急対策を円滑に実施するために必要があると認める場合や災害の事態が急迫

しており、市町に対して即時に対応を求める必要があるときには、県災害対策本部を設置し、防災基本計画や原子力

災害対策指針に則って必要な措置を実施する。 

431 第６部 事故等による災害対策 

 第１章 重大事故等対策 

 第４節 原子力災害 

 第３項 対策 

 ■県が実施する対策 

 ６ 風評被害等の軽減（農林水産部、雇用経済部、観光部） 

県は、原子力災害による風評被害の未然防止を図るとともに、影響を軽減するため、市町と連携し、科学的根拠 

に基づく広報活動を行い、農林漁業・地場産業の産品、工業品等の適切な流通等の確保及び観光客の減少防止を 

図る。 

第６部 事故等による災害対策 

 第１章 重大事故等対策 

 第４節 原子力災害 

 第３項 対策 

 ■県が実施する対策 

 ６ 風評被害等の軽減（農林水産部、雇用経済部、観光部） 

県は、原子力災害による風評被害の未然防止や影響軽減のため、市町と連携し、科学的根拠に基づく広報活動を

行い、農林漁業・地場産業の産品、工業品等の適切な流通等の確保及び観光客の減少防止を図る。 

439 ６部 事故等による災害対策  

第２章 火災対策 

第２節 林野火災の対策 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

(2) 消防活動 

① 火災警報の発令 

市町長は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたときは、火災警報を発す

ることができる。 

なお、警報を発したときは火災予防上必要な措置をとる。 

② 消防活動の実施 

市町の地域内に火災等による災害が発生した場合における消防活動は、当該市町又は消防組合が主体となり消防機

関を動員して実施する。 

第６部 事故等による災害対策  

第２章 火災対策 

第２節 林野火災の対策 

第３項 対策 

■市町が実施する対策 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

(2) 消防活動 

① 火災警報の発令 

市町長は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたときは、火災警報を発す

ることができる。 

なお、警報を発したときは火災予防上必要な措置をとる。 

➁ 林野火災注意報・林野火災警報の発令（火災予防条例に規定されている市町のみ） 

市町長は、火災予防条例で規定された条件を満たした場合、林野火災注意報・林野火災警報を発令することができ

る。 
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なお、災害の規模が大きく関係機関の支援を必要とする場合は、関係法令の規定による応援出動を要請するなど必

要な措置を講ずることとする。 

③ 近隣市町への応援要請 

被災市町の長又は消防組合管理者は、災害の規模が大きく他市町の応援を必要とする場合に、消防組織法第 39 条及

び第 44 条、基本法第 68 条等の規定により、県及び近隣市町に対し応援出動を要請する。 

また、被災をしていない市町は、あらかじめ締結している消防相互応援協定の定めるところ、もしくは県からの要

請に基づき、県内消防相互応援隊を編成して応援出動する。 

なお、災害が大規模となり、近隣市町の応援のみでは対応できないと判断した場合は、「三重県内消防相互応援協定」

に基づき、県に対し県内消防相互応援隊の出動を要請する。 

④ 緊急消防援助隊の応援要請 

被災市町の長又は消防組合管理者は、災害の状況及び県内の消防応援だけでは、十分な対応がとれないと判断した

ときは、速やかに知事に対して、「三重県における緊急消防援助隊応援出動及び受援計画」に基づき、緊急消防援助

隊の応援出動を要請する。 

また、この場合において、知事と連絡がとれない場合には、直接消防庁長官に対して、要請する。 

なお、警報を発令したときは火災予防上必要な措置をとる。 

 

③ 消防活動の実施 

市町の地域内に火災等による災害が発生した場合における消防活動は、当該市町又は消防組合が主体となり消防機

関を動員して実施する。 

なお、災害の規模が大きく関係機関の支援を必要とする場合は、関係法令の規定による応援出動を要請するなど必要

な措置を講ずることとする。 

④ 近隣市町への応援要請 

被災市町の長又は消防組合管理者は、災害の規模が大きく他市町の応援を必要とする場合に、消防組織法第 39 条及

び第 44 条、基本法第 68 条等の規定により、県及び近隣市町に対し応援出動を要請する。 

また、被災をしていない市町は、あらかじめ締結している消防相互応援協定の定めるところ、もしくは県からの要請

に基づき、県内消防相互応援隊を編成して応援出動する。 

なお、災害が大規模となり、近隣市町の応援のみでは対応できないと判断した場合は、「三重県内消防相互応援協定」

に基づき、県に対し県内消防相互応援隊の出動を要請する。 

⑤ 緊急消防援助隊の応援要請 

被災市町の長又は消防組合管理者は、災害の状況及び県内の消防応援だけでは、十分な対応がとれないと判断した

ときは、速やかに知事に対して、「三重県における緊急消防援助隊応援出動及び受援計画」に基づき、緊急消防援助隊

の応援出動を要請する。 

また、この場合において、知事と連絡がとれない場合には、直接消防庁長官に対して、要請する。 

 

443 第６部 事故等による災害対策 

第２章 火災対策 

第２節 林野火災の対策（事故６） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害予防 

（１）林野火災に強い地域づくり 

③ 監視体制の確立（農林水産部） 

  林野火災予防のため、火気の早期発見と迅速な通報の行える体制の確立に努める。特に、火災警報発令中にお

いては、市町火災予防条例の定めるところにより、市町及び林野の所有（管理）者は、火器の使用制限を徹底す

るなど万全の対策を推進する。 

第６部 事故等による災害対策 

第２章 火災対策 

第２節 林野火災の対策（事故６） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害予防 

（１）林野火災に強い地域づくり 

③ 監視体制の確立（農林水産部、防災対策部） 

林野火災予防のため、火気の早期発見と迅速な通報を行える体制の確立に努める。特に、林野火災警報発令中に

おいては、市町火災予防条例の定めるところにより、市町及び林野の所有（管理）者は、火器の使用制限を徹底す

るなど万全の対策を推進する。 
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443 第６部 事故等による災害対策 

第２章 火災対策 

第２節 林野火災の対策（事故６） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害予防 

（１）林野火災に強い地域づくり 

④ 森林所有者（管理者）への指導（農林水産部） 

林野火災予防のため、森林所有（管理）者に対し、次の事項について指導を行う。 

ア 防火線、防火樹帯の整備及び造林地における防火樹の導入 

イ 自然水利の活用等による防火用水の確保 

ウ 事業地の防火措置の明確化 

エ 火入れにあたっては、森林法に基づく条例等による許可のほか消防機関との連絡体制の確立 

オ 火災多発期（12 月～3 月）における見巡りの強化 

カ 林野火災対策用機材の整備 

第６部 事故等による災害対策 

第２章 火災対策 

第２節 林野火災の対策（事故６） 

第３項 対策 

■県が実施する対策 

１ 災害予防 

（１）林野火災に強い地域づくり 

④ 森林所有者（管理者）への指導（農林水産部） 

林野火災予防のため、森林所有（管理）者に対し、次の事項について指導を行う。 

ア 防火線、防火樹帯の整備及び造林地における防火樹の導入 

イ 自然水利の活用等による防火用水の確保 

ウ 事業地における防火対策の具体化 

エ 火入れにあたっては、森林法に基づく条例等による許可のほか消防機関との連絡体制の確立 

オ 火災多発期（12 月～3 月）における見巡りの強化 

カ 林野火災対策用機材の整備 

443 ■県が実施する対策 

１ 災害予防 

（3）空中消火用資機材の整備及び運用（防災対策部） 空中消火用機材の整備を行い、三重県防災資機材備蓄セン

ター（三重県消防学校内）及び尾鷲 市倉庫に保管し、「三重県林野火災対策等資機材管理運用要綱」に基づき市町

等へ貸出し、林野 火災に万全を期する。 

■県が実施する対策 

１ 災害予防 

（3）空中消火用資機材の整備及び運用（防災対策部） 空中消火用機材の整備を行い、「三重県林野火災対策等資機材

管理運用要綱」に基づき、林野 火災に万全を期する。 

443 ■県が実施する対策 

１ 災害予防 

(4) 防災知識の普及・啓発等（防災対策部、農林水産部） 

① 防災知識の普及・啓発 

  関係機関の強力を得て、一般住民に対し、「山火事予防週間」等の行事を通じて森林愛護並びに防災思想の普及

活動を図る。 

■県が実施する対策 

１ 災害予防 

(4) 防災知識の普及・啓発等（防災対策部、農林水産部） 

① 防災知識の普及・啓発 

  関係機関の協力を得て、一般住民に対し、「山火事予防週間」等の行事を通じて森林愛護並びに防災思想の普及活

動を図る。 

447 ■市町が実施する対策 

１ 災害予防 

④ 火災警報発令中における火の使用の制限 

火災警報が発せられた場合における火の使用の制限について、市町火災予防条例においてあらかじめ定めてお 

く。 

■市町が実施する対策 

１ 災害予防 

④ 林野火災警報発令中における火の使用の制限 

林野火災警報が発せられた場合における火の使用の制限について、市町火災予防条例においてあらかじめ定めて 

おく。 
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448 ■市町が実施する対策 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

（２）消防活動 

①火災警報の発令 

 市町長は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたときは、火災警報を発

することができる。 

なお、警報を発したときは火災予防上必要な措置をとる。 

■市町が実施する対策 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

（２）消防活動 

①林野火災警報の発令 

 市町長は、林野火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたときは、林野火災警

報を発することができる。 

なお、警報を発したときは火災予防上必要な措置をとる。 

 


